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１ はじめに 

本資料は，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業

許可申請について，「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）第十三条第１項第三

号及び第四号並びに「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の解釈」（以下「第二種埋設許可基準解釈」という。）第１３条第

７項及び第８項への適合性を説明するものである。 

第二種埋設許可基準規則第十三条第１項第三号及び第四号並びに第二種埋

設許可基準解釈第１３条第７項及び第８項の要求事項を第 1 表に示す。
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（1／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地） 

第十三条 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地

は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

第１３条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋

設地） 

  

三 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質（ウラン

二三四、ウラン二三五及びウラン二三八に限る。）につ

いて、その総放射能量をメガベクレル単位で表した数値

を当該放射性廃棄物、人工バリア、土砂その他の廃棄物

埋設地に埋設し、又は設置する物の重量をトン単位で表

した数値で除して得た値が一を超えず、かつ、当該廃棄

物埋設地内における当該放射性物質の分布がおおむね均

一であること。 

７ 第１項第３号の「廃棄物埋設地内における当該放射性物

質の分布がおおむね均一」とは、廃棄物埋設地内を体積が

同程度である複数の区域に区分した場合にそのいずれにお

いても、ウラン（ウラン二三四、ウラン二三五及びウラン

二三八に限る。）の放射能濃度が１０メガベクレル毎トン

を超えないことをいう。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（2／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

四 前条第一項第五号及び第六号に定めるものであるこ

と。 

８ 第１項第４号に規定する「前条第一項」「第六号に定める

ものであること」とは、設計時点における知見に基づき、

廃棄物埋設地の基本設計について、次に掲げる各シナリオ

に基づき、埋設した放射性廃棄物が廃止措置の開始後に公

衆に及ぼす影響を評価した結果、それぞれの基準を満たす

ものであることをいう。 

これらの評価は、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺に

係る過去の記録や、現地調査等の最新の科学的・技術的知

見に基づき行うこと。 

一 自然事象シナリオ 

自然現象による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏

出、天然バリア中の移動、河川等への移動及び現在の廃

棄物埋設地周辺の人の生活様式等を考慮したシナリオ 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（3／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 （廃棄物埋設地の掘削を伴うものを除く。）に基づき評価

される公衆の受ける線量が、イの最も厳しいシナリオに

よる評価において３００マイクロシーベルト／年を超え

ず、ロの最も可能性が高いシナリオによる評価において

１０マイクロシーベルト／年を超えないこと。この際、

同一の事業所内に複数の廃棄物埋設地の設置が予定され

る場合は、これらいずれの廃棄物埋設地においても、埋

設した放射性廃棄物に含まれる主要な放射性物質が廃棄

物埋設地の外へ移動するものとして、線量の評価を行う

こと。評価の対象とする期間は廃止措置の開始後１００

０年が経過するまでの期間とすること。なお、当該期間

以降において公衆の受ける線量が著しく高くならないこ

とを確認すること。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（4／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 イ 最も厳しいシナリオ 

被ばくに至る経路は、放射性廃棄物に含まれる主要

な放射性物質が廃棄物埋設地の外へ移動し、更に天然

バリア中を移動して生活環境に至るまでの経路及び生

活環境において公衆が被ばくするまでの主要な放射性

物質の経路について、科学的に合理的な範囲において

最も厳しいものを選定し、人工バリア及び天然バリア

の状態に係るパラメータは、科学的に合理的な範囲に

おける組み合わせのうち最も厳しい設定とする。 

ロ 最も可能性が高いシナリオ 

被ばくに至る経路は、放射性廃棄物に含まれる主要

な放射性物質が廃棄物埋設地の外へ移動し、更に天然

バリア中を移動して生活環境に至るまでの経路及び生
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（5／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 活環境において公衆が被ばくするまでの主要な放射性

物質の経路について、最も可能性が高いものを選定し、

人工バリア及び天然バリアの状態に係るパラメータ

は、最も可能性が高い設定とする。ただし、被ばくに

至る経路の選定並びに人工バリア及び天然バリアの状

態に係るパラメータの設定について、より保守的なも

のとすることを妨げない。 

二 人為事象シナリオ 

廃止措置の終了直後における廃棄物埋設地の掘削を伴

う土地利用を考慮したシナリオに基づき、評価される公

衆（廃棄物埋設地の掘削を行う者及び掘削された廃棄物

埋設地の土地利用を行う者に限る。）の受ける線量が、ピ

ット処分にあっては１ミリシーベルト／年、トレンチ処
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（6／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 分にあっては３００マイクロシーベルト／年をそれぞれ

超えないこと。ただし、外周仕切設備等と同等の掘削抵

抗性を有する設備を設置したトレンチ処分にあっては１

ミリシーベルト／年を超えないこと。このシナリオにお

ける被ばくに至る経路は、現在の廃棄物埋設地周辺にお

ける一般的な地下利用を含む土地利用を考慮した現実的

なものを選定することとし、廃止措置の終了までの間に

おける廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出はないもの

とする。掘削された廃棄物埋設地の土地利用を行う者の

評価においては、廃止措置の終了後における天然バリア

の状態及び人工バリアのうち掘削されていない部分の状

態に係るパラメータは最も可能性が高い設定とし、現在

の廃棄物埋設地周辺の人の生活様式等を考慮する。ただ
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項（7／7） 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 し、被ばくに至る経路の選定並びに天然バリアの状態及

び人工バリアのうち掘削されていない部分の状態に係る

パラメータの設定について、より保守的なものとするこ

とを妨げない。第２項が適用される場合には、本シナリ

オによる評価は要しない。 
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２ 廃棄物埋設施設の安全機能について 

第二種埋設許可基準規則第二条第 2 項第一号によって，「「安全機能」とは、

廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪

失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」と

されている。 

廃棄物埋設施設（以下「本施設」という。）の安全機能は，放射性物質の漏

出を低減する機能（以下「漏出低減機能」という。）及び遮蔽機能で，これら

の安全機能を有する施設は，廃棄物埋設地（漏出低減機能及び遮蔽機能）であ

る。 

本施設に必要となる安全機能を維持する期間は，第 2 表に示すとおりであ

る。廃止措置の開始後は，廃棄物埋設地が有する漏出低減機能及び遮蔽機能を

期待できるように設計する。 

 

第 2 表 廃棄物埋設地における安全機能を維持する期間 

安全機能 

廃止措置の開始前 

埋設する放射性廃棄物の受入れの

開始から最終覆土完了まで 

最終覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

漏出低減機能 〇 〇 

遮蔽機能 〇 〇 

〇：安全機能を維持する 
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３ 第二種埋設許可基準規則への適合のための設計方針 

廃止措置の開始後の評価においては，ＩＣＲＰ Publication 81（1998）（１）

に基づいて，自然過程を考慮する自然事象シナリオ及び人間侵入を考慮する人

為事象シナリオについて，本施設に起因して発生すると想定される公衆の受け

る線量を評価し，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行

する見通しのある設計とする。 

具体的には，公衆が被ばくするまでの主要な放射性物質の経路について最も

可能性が高いものを選定し，人工バリア及び天然バリアの状態に係るパラメー

タは最も可能性が高い設定とする自然事象シナリオ（以下「最も可能性が高い

自然事象シナリオ」という。）で評価される公衆の受ける線量が 10μSv／y を

超えない設計とする。 

また，公衆が被ばくするまでの主要な放射性物質の経路について科学的に合

理的な範囲において最も厳しいものを選定し，人工バリア及び天然バリアの状

態に係るパラメータは，科学的に合理的な範囲における組み合わせのうち最も

厳しい設定とする自然事象シナリオ（以下「最も厳しい自然事象シナリオ」と

いう。）で評価される公衆の受ける線量が 300μSv／y を超えない設計とする。 

自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削を伴う土地利用を考慮したシ

ナリオ(以下「人為事象シナリオ」という。)で評価される公衆（廃棄物埋設地

の掘削を行う者及び掘削された廃棄物埋設地の土地利用を行う者に限る。）の

受ける線量が，外周仕切設備等と同等の掘削抵抗性を有する設備を設置したト

レンチ処分の線量が 1 mSv／y を超えない設計とする。 
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４ 第二種埋設許可基準規則への適合性説明 

第二種埋設許可基準規則（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地）

第十三条第１項第三号及び第四号に対する適合性について確認した結果を以

下にまとめる。 

４．１ 評価方法 

公衆の受ける線量の評価は，第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基

準解釈に基づいて行う。検討フローを第 1 図に示す。 

 

 

第 1 図 検討フロー 
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４．２ 廃止措置の開始後の評価 

廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態へ移行できる見通し

を得るため，廃止措置の開始後において，埋設する廃棄物に起因して発生する

と想定される公衆の受ける線量が，最も可能性が高い自然事象シナリオにあっ

ては 10μSv／y を超えないこと，最も厳しい自然事象シナリオにあっては 300

μSv／y を超えないこと及び人為事象シナリオにあっては第二種埋設許可基

準解釈に示されている外周仕切設備等と同等の掘削抵抗性を有する設備を設

置したトレンチ処分の線量の 1 mSv／y を超えないことを評価する。 

評価の対象とする期間は，廃止措置の開始後 1,000 年を越え，評価する線量

の最大値が出現するまでの期間とする。ただし，線量評価の最大値の出現が廃

止措置の開始後 1,000 年を越えない場合にあっては，評価する核種の全ての

線量の最大値が出現するまでの期間（最短で廃止措置の開始後 1,000 年）又は

1 万年程度までの期間のいずれか短い期間とすることを考慮して，廃止措置の

開始後 1 万年程度までとする。 

また，廃棄物埋設地等の状態の設定を行う将来の期間は，廃止措置の開始後

1,000 年が経過するまでの期間とし，線量評価においては，覆土完了時点にお

いて廃棄物埋設地及びその周辺環境は 1,000 年後の状態になるものとし，その

状態が継続するものとする。 

評価に当たっては，地盤，地質，水理及び社会環境に関する廃棄物埋設地の

敷地及びその周辺に係る過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見

に基づき，人工バリア及び天然バリアの状態の変化，被ばく経路等に影響を与

える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮して，人工バリア及び天然バ

リアの状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析し，評価すべきシナリオ

を設定する。 
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４．２．１ 自然事象シナリオ 

自然事象シナリオでは，以下に示すような自然事象による廃棄物埋設地から

の放射性物質の移動及び公衆の受ける線量を評価する。 

廃棄物埋設地に埋設処分する放射性廃棄物に含まれる放射性物質は，埋設ト

レンチに浸透する雨水等が地下水を介して，人の活動する領域に到達し，放射

性物質を含んだ水及び土地を利用した様々な生産活動，生産物の摂取等の人間

活動により，公衆が被ばくすることが想定される。人が活動する領域のうち，

放射性物質が到達する領域で，一般的な水の利用と土地の利用が想定される範

囲における人間活動の状況を生活環境という。 

廃止措置の開始後の公衆の受ける線量の評価に当たっては，将来の地質環境，

気象環境及び水理環境（以下「地質環境等」という。）の状態並びに廃棄物埋

設地の状態及び公衆の生活環境の状態を設定する。 

将来の地質環境等については，プレート運動，気候変動等による廃棄物埋設

地の取り巻く環境を設定する。 

将来の廃棄物埋設地の状態については，廃棄物埋設地を構成する各部材の変

質等による廃棄物埋設地の物理的，化学的性質の変化を考慮して，期待するバ

リア機能の状態を設定する。 

将来の公衆の生活環境については，ＩＣＲＰ Publication 81（1998）（１）及

びＩＣＲＰ Publication 101（2006）（２）の考え方を参考に，廃棄物埋設地に

起因して被ばくを受けると合理的に想定される集団を代表する個人（以下「評

価対象個人」という。）及び評価対象個人の時間の過ごし方等の人間活動の程

度（以下「生活様式」という。）を設定する。 

ここで，地質環境等と将来の廃棄物埋設地の状態に関しては，自然現象であ

ることから，過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づき合

理的に設定する。将来の公衆の生活環境の状態に関しては，ＩＣＲＰ 
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Publication 81（1998）（１）を踏まえて，現在の生活様式が将来も継続すると

仮定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオは，平均的な被ばくを受けると想定され

る評価対象個人の線量が，低く抑えられていることを確認するため，科学的に

合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態及

び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち，最も可能性が高いと考

えられるパラメータを用いて評価する。本シナリオの評価に当たって，地質環

境等は，公衆の受ける線量が現実的な値となるように，データの不確かさ（変

動幅）を踏まえて，気温，降水量等を現実的（平均値等の代表性が高い値）に

設定する。 

将来の廃棄物埋設地の状態も同様に，公衆の受ける線量が現実的な値となる

ようにデータの不確かさ（変動幅）を踏まえて，人工バリア及び天然バリアの

機能として期待する透水係数，分配係数等を現実的（平均値等の代表性が高い

値）に設定する。 

生活様式については，現在の生活様式を考えて現実的で最もらしい仮定に基

づいて設定する。また，人間活動に係るパラメータ設定は，統計等に基づき現

実的な値を設定するものとし，当該パラメータを統計等に基づいて設定するこ

とが困難な場合は，当該パラメータの特性を踏まえて現実的と考えられる値を

用いることを原則とする。 

最も厳しい自然事象シナリオは，最大の被ばくを受けると想定される評価対

象個人の線量であっても，著しい被ばくを受けないことを確認するため，科学

的に合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアと天然バリアの状

態及び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち，最も厳しいパラメ

ータを用いて評価する。本シナリオの評価に当たって，地質環境等は，公衆の

受ける線量が大きく厳しくなるようにデータの不確かさ（変動幅）を踏まえて，
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気温，降水量等を保守的に設定する。将来の廃棄物埋設地の状態も同様に，公

衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータの不確かさ（変動幅）を踏ま

えて，人工バリア及び天然バリアの機能として期待する透水係数，分配係数等

を保守的に設定する。将来の公衆の生活様式については，現在の生活様式を考

えて合理的に保守的で最もらしい仮定に基づいて設定する。また，人間活動に

係るパラメータ設定は，統計等に基づき保守的な値を設定するものとし，当該

パラメータを統計等に基づいて設定することが困難な場合は，線量が最も厳し

くなる保守的な値を用いる。 

 

（１）地質環境等の状態設定 

廃棄物埋設地の地下の環境は，自然現象の影響を受け難いことから，地上

に比べ安定である。しかし，長期的な観点でみると，プレート運動及び気候

変動によって，廃棄物埋設地を取り巻く地質環境等は有意に変化することが

予測される。 

この地質環境等に係る長期変動事象について，「プレート運動に起因する

事象」，「気候変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動の両者に

起因する事象」に区分する（３）。区分した各事象については，プレート運動

や気候変動が過去から現在までの変動傾向とその要因が今後も継続すると

みなし，それらを外挿して状態設定を行う。 

ａ．プレート運動に起因する事象 

日本周辺には，大陸プレートであるユーラシアプレート及び北米プレー

ト並びに海洋プレートであるフィリピン海プレート及び太平洋プレート

があり，大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいる。廃棄物埋設

地は北米プレートに位置し，東側から太平洋プレートが沈み込むことで，

おおむね東西方向の圧縮の力が生じている。 
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将来の日本列島周辺のプレート運動については，今後数十万年から数百

万年程度継続すると考えられる（３）～（６）。したがって，状態設定において

は，現在のプレート運動が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には，「火山・火成活動」，「地震・断層活

動」及び「隆起・沈降運動」があげられる。 

(a) 火山・火成活動 

火山・火成活動によって，直接的に廃棄物埋設地が損傷すること，ま

た，敷地周辺が高温になること及び地下水の水質が変化することが想定

されることから，火山・火成活動による状態設定を行う。廃止措置の開

始までの間において，廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性のある火山・

火成活動は降下火砕物であり，必要に応じて除灰を行い，安全機能を達

成することとする。廃止措置の開始後においては，降下火砕物について，

除灰の対応ができない場合を想定する。 

ⅰ．降下火砕物 

廃止措置の開始後において，降下火砕物が堆積することにより，降

下火砕物に含まれる成分によって地下水の水質変化が生じることが

想定されるため，廃棄物埋設地の状態設定において化学的影響を考慮

する。 

 

(b) 地震・断層活動 

地震によって建物等に被害が発生するのは震度 5 弱（1996 年以前は

震度Ⅴ）程度以上であるとされている（７）。事業所敷地周辺で震度 5 弱

（震度Ⅴ）程度以上であったと推定される地震は，1895 年霞ヶ浦付近

の地震，1923 年関東大地震，1930 年那珂川下流域の地震，1938 年塩屋

崎沖の地震，1938 年鹿島灘の地震，1938 年福島県東方沖地震，2011 年



 

17 

東北地方太平洋沖地震の本震及び同日 15 時 15 分に発生した余震，818

年関東諸国の地震，1677 年磐城・常陸・安房・上総・下総の地震，1896

年鹿島灘の地震及び 1921 年茨城県龍ヶ崎付近の地震である。 

廃棄物内に微小な空隙が残存する場合には，地震によって生じる応力

及び振動により廃棄物層が沈下することで施設に陥没が生じ，側部低透

水性覆土及び最終覆土の低透水性に影響する可能性があるため，廃棄物

埋設地の状態設定において力学的影響を考慮する。 

震度 4 程度の地震時において，敷地内の観測孔で地下水位の変動が

確認されている（第 2 図参照）。観測結果によると，2011 年東北地方太

平洋沖地震では地下水位の変動は小さく，季節変動に内包される程度で

あった。また，廃棄物埋設地の底面レベル（T.P.＋4.0 m）を上回る水

位は観測されていない。したがって，地震活動による水理的影響は小さ

く，一時的なものであることから，地震の水理的影響は長期変動事象と

して考慮しない。 
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第 2 図 地下水位観測結果（1／3）  
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第 2 図 地下水位観測結果（2／3）  
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第 2 図 地下水位観測結果（3／3） 
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ⅰ．地盤の変形 

地盤の変形としては，地震発生に伴う地殻変動によって生じる設置

地盤の傾斜及び撓みの可能性がある。 

敷地周辺の活断層及び日本海溝沿いのプレート境界は，敷地からの

距離が十分に離れているため，それら活断層等の断層変位に伴う設置

地盤の変形は，廃棄物埋設地の安全性に問題となるものではない。 

また，敷地の基礎岩盤である久米層には断層を示唆する系統的な不

連続や累積的な変位・変形は認められないことから，敷地には将来活

動する可能性のある断層等の露頭は認められない。 

以上のことから，廃棄物埋設地の設置地盤の傾斜及び撓みは生じな

いことから，安全機能が損なわれるおそれはない。 

本施設の地盤の状況の変化は緩慢であり，地質環境等の状態設定を

行う廃止措置の開始後の 1,000 年までの期間において安全機能が損

なわれることは考えられないため，地盤の変形は長期変動事象として

考慮しない。 

 

ⅱ．液状化 

地震発生に伴う地盤の液状化（揺すり込み沈下及び圧密沈下を含む）

の可能性がある。 

地盤のばらつきを考慮した液状化，揺すり込み沈下，圧密沈下によ

る合計沈下量は，西側トレンチで最大 0.481m，東側トレンチで最大

0.369m であり，平面的な沈下量の変化は緩やかであることから，安

全機能が損なわれるおそれはない。 

本施設の地盤の状況の変化は緩慢であり，地質環境等の状態の設定

を行う廃止措置の開始後の 1,000 年までの期間において安全機能が
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損なわれることは考えられないため，液状化（揺すり込み沈下及び圧

密沈下を含む）は長期変動事象として考慮しない。 

 

ⅲ．津波 

廃棄物埋設地は T.P.＋約 8 m にあり津波により冠水することはな

い。また，海洋及び河川から取水する設備もない。津波によって，海

水が廃棄物埋設地周辺に流入することで，地下水の化学特性に一時的

に影響する可能性があるため，廃棄物埋設地の状態設定において化学

的影響を考慮する。 

 

(c) 隆起・沈降運動 

ⅰ．隆起・沈降 

隆起・沈降運動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，地

形勾配の変化や侵食基準面から廃棄物埋設地までの比高の変化に伴

い侵食・堆積環境が変化する。侵食・堆積環境の変化により，廃棄物

が地表に接近する可能性があることから，隆起・沈降運動を長期変動

事象として考慮し，隆起・沈降運動の速度を設定する。 

廃棄物埋設地周辺には，過去約 30 万年間に形成された複数の海成

段丘面が分布することから，少なくとも同期間において大局的には隆

起域と考えられる。 

小池・町田（2001）（８）から，廃棄物埋設地周辺（日立地域～那珂湊

南地域）の海成段丘面の形成年代と旧汀線高度及び相対海水準を考慮

した隆起量について整理したものを第 3 図に示す。 

廃棄物埋設地周辺の隆起速度は，2.8 m／万年～5.1 m／万年の範囲

となる。 
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廃棄物埋設地周辺における段丘面の標高と年代から推定される隆

起速度の平均値から計算した 4.0 m／万年を最も可能性が高い設定と

する。 

廃棄物埋設地周辺の隆起速度のばらつきを考慮し，隆起速度が最も

大きい 5.1 m／万年を用いて保守的に 5.5m／万年を最も厳しい設定

とする。 

 

第 3 図 日本の海成段丘アトラスから算出した隆起速度 
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ｂ．気候変動に起因する事象 

気候変動は，数十万年前から現在まで約 8 万年周期から約 12 万年周期

で氷期と間氷期を繰り返していることから（９），（１０），大局的には将来もこ

の周期の気候変動を繰り返すと考えられる。過去の気候変動の傾向から，

今後氷期へ向かうと考えられることから（１１）～（１３），将来は寒冷化すると

予測される。 

一方で，人間活動に伴う温室効果ガス排出により，温暖化が進行する可

能性があるとする報告や，現在の温室効果ガス濃度を基準として，炭素循

環のメカニズムを仮定した気候シミュレーションにより，将来 5 万年程度

は温暖期が継続する可能性があるとする報告もある（９），（１４）～（１９）。 

以上より気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態設定につ

いては，過去の気候変動と同様に現在から寒冷化に向かう場合（以下「寒

冷化ケース」という。）と温暖期が数万年程度継続する場合（以下「温暖

期継続ケース」という。）の 2 ケースに大別し，これらの 2 ケースについ

て，それぞれ「気温・降水量変化」，「海水準変動」，及び「地下水位（地

下水流動）」を長期変動事象として考慮する。 

(a) 気温・降水量変化 

気温・降水量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，

気温・降水量の変化により表層での水収支の変化に伴って地下水位（地

下水流動）が変化することが想定される。 

よって，気温・降水量の変化を長期変動事象として考慮し，将来の気

温及び降水量を設定する。 

気温と降水量との関係には，正の相関がある（２０）。また，降水量が低

下するほど希釈水量が少なくなるため，保守的な設定となる。 

したがって，以下に示す寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの検討結



 

25 

果に基づいて，保守的となる寒冷化ケースの状態を設定する。設定した

気温と降水量の値を第 3 表に示す。 

ⅰ．気温変化 

将来の気温変化については，南極氷床コアの水素同位体比を用いた

過去の気温の推定に関する知見（９），（１４）及び人間活動による温室効果

ガス濃度を考慮した気温変動予測結果に基づいて設定する。 

① 寒冷化ケースにおける気温設定 

寒冷化ケースにおいては，氷期最盛期の年平均気温から求めた気温

変動割合を用いて将来の気温を設定する。 

吉田他（2011）（２１）及び松末他（2000）（２２）に基づき，廃棄物埋設

地が亜寒帯針葉樹林群衆と冷温帯～亜寒帯針葉樹林群衆の境界付近

であると想定し，暖かさ指数 46（月・℃）を用いて最終氷期最盛期の

年平均気温を推定すると，3.6℃であった（第 4 図参照）。このことか

ら，将来の寒冷化ケースの年平均気温の最も可能性が高い設定は 4℃

とする。 

将来の氷期最盛期の年平均気温の最も厳しい設定は，松末他（2000）

（２２）における現在と過去の氷河期の気温差の最大値が約 13℃であっ

たことから，廃棄物埋設地周辺における 1991 年～2020 年の年平均気

温の最低値である 13℃から現在と過去の氷河期の気温差の最大値

13℃を低下させると 0℃となる。しかし，氷期最盛期は主な評価対象

期間より 1 万年以上先であること，降水量の状態設定においては気温

と降水量の相関関係の不確かさを考慮することから，ここでは最も可

能性が高い設定の気温である 4℃と設定する。 

氷期最盛期に至るまでの気温変化については，過去約 45 万年間の

連続的なデータが取得されている南極氷床コアの水素同位体比（９）に
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基づいて整理された年平均気温の変化量の変動グラフを用いて設定

する。 

将来の気温の変動曲線を第 5 図に示す。同図から，最も可能性が高

い設定では約 8 万年後に氷期最盛期になると想定し，最も厳しい設定

では約 6 万年後に氷期最盛期になると想定する。 

上記の現在及び氷期最盛期の気温並びに気温の変動曲線を踏まえ，

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定において，寒冷化ケースに

おける 1,000 年後の気温を 13℃と設定する（第 3 表参照）。 

 

② 温暖期継続ケースにおける気温設定 

温暖期継続ケースにおいては，初期に人間活動により温度が上昇し，

その後一定となり，温暖期がその後継続すると想定する。 

燃料サイクル開発機構（1999）（２３）では，日本海側および中日本気

候区の例で 6,000 年前頃（HT 期に相当）には，＋2℃～＋3℃に達し

たとされている。また，ＩＰＣＣ（2021）（１７）にて，「温室効果ガスの

抑制のための気候政策を導入するが，2030 年までの各国の自国決定

貢献（ＮＤＣ）の排出量の上限とするシナリオ（SSP2－4.5）」では，

最良推定値が 2.7℃である。よって，過去 30 年間の敷地周辺の年平

均気温である 14℃に，気温の上昇値として保守的に 3℃を加えた 17℃

を最も可能性が高い設定とする。 

また，最も厳しい設定においては，希釈水量の観点から保守的とな

るよう，気温変動の不確かさと気温と降水量の相関性の不確かさを踏

まえて設定する。 

気温変動の不確かさを考慮する場合，「温室効果ガスの抑制のため

の気候政策を導入するが，2030 年までの各国の自国決定貢献（ＮＤ
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Ｃ）の排出量の上限とするシナリオ（SSP2-4.5）」（ＩＰＣＣ（2021）

（１７））において最高値が 3.5℃であるため，1,000 年後の気温の上昇

値を保守的に 4℃とし，過去 30 年間の水戸地方気象台の年平均気温

である 14℃に気温上昇 4℃を加えると 18℃となる。 

しかし，降水量の設定で後述するように，気温と降水量の相関性の

不確かさを考慮した方が希釈水量は少なくなる。このため，気温の状

態設定においては，気温変動の不確かさは考慮せず，最も可能性が高

い設定と同様に 17℃とする。 

 

 

松末他（2000）（２１）に加筆 

第 4 図 暖かさの指標と平均気温の関係 
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第 5 図 将来の気温の変動曲線（1／2）（最も可能性が高い設定） 

 

 

第 5 図 将来の気温の変動曲線（2／2）（最も厳しい設定） 
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ⅱ．降水量変化 

気温と降水量との関係には，正の相関がある（２０）。また，地形等の

気候因子も降水量と相関がある。したがって，廃棄物埋設地周辺と地

形等が類似した地点のデータを用いることで，その影響を除けば，気

温と降水量との相関関係が求められる。そこで，将来の降水量の設定

に当たっては，廃棄物埋設地周辺と気候因子が類似する地点の気温と

降水量の関係に基づき，将来の気温に対応する降水量を設定する。将

来の気温は，「ⅰ．気温変化」で設定した気温を用いる。 

廃棄物埋設地周辺の水戸地方気象台と気候因子が類似する地点の

現在の気温と降水量の関係を求める。 

気候因子が類似する地点の判断に使用した項目は以下のとおりで

ある。 

・東日本の太平洋側からオホーツク海側に位置すること 

・アリソフの気候区分が寒帯～温帯であること 

・陸度（半径 50 km 円内の陸域の占める割合）が 1／10～9／10 で

あること 

・開放度（半径 15 km 円内で対象地点より標高が 200 m 以上高い範

囲を除く角度）が 240°～360°であること 

 

上記条件で抽出された 41 地点の年平均気温と年降水量を整理し

（第 4 表参照），41 地点の年平均気温と降水量の関係（第 6 図参照）

を指数回帰式で表した。将来の降水量は，年平均気温と年降水量との

関係から求めるため，寒冷化ケース及び温暖期継続ケースは同様の指

数回帰式で設定する。 

最も可能性が高い設定においては，第 6 図の中央の近似曲線の指数
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回帰式を用いて降水量を設定し，最も厳しい設定においては，気温と

降水量の関係のばらつきを考慮し，希釈水量が少なくなるように，気

温と降水量の下限値の指数回帰式を用いて設定する（第 6 図の下側の

近似曲線）。 

 

第 3 表 将来想定される気温及び降水量 

ケース モデル化時期 気温（℃） 
降水量 

（mm／y） 

最も可能性が高い

設定 

寒冷化 

ケース 

現在 14 1,450 

1,000 年後 13 1,410 

最も厳しい設定 
寒冷化 

ケース 

現在 14 1,150 

1,000 年後 13 1,110 
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第 4 表 廃棄物埋設地周辺と類似する気候因子を持つ地点の気温と降水量 

年平均気温（℃） 年降水量(mm/y)

1 北海道 宗谷岬 6.4 827.8
2 北海道 稚内 7.0 1109.2
3 北海道 網走 6.9 844.2
4 北海道 標津 5.6 1148.0
5 北海道 別海 6.0 1148.4
6 北海道 根室 6.6 1040.4
7 北海道 厚床 5.7 1158.8
8 北海道 榊町 5.8 1035.2
9 北海道 太田 5.9 1195.2

10 北海道 白糠 5.8 1124.8
11 北海道 釧路 6.6 1080.1
12 北海道 池田 6.1 890.9
13 北海道 浦幌 6.5 1005.9
14 北海道 糠内 5.4 1022.9
15 北海道 大津 5.7 1066.2
16 北海道 大樹 5.6 1146.0
17 北海道 苫小牧 7.9 1239.2
18 北海道 鵡川 7.1 1010.6
19 北海道 室蘭 8.9 1188.9
20 北海道 日高門別 7.6 983.7
21 北海道 静内 8.3 1043.3
22 北海道 浦河 8.2 1118.3
23 青森県 六ヶ所 9.4 1383.3
24 青森県 三沢 10.2 1110.2
25 青森県 十和田 9.8 1038.0
26 青森県 八戸 10.5 1045.1
27 宮城県 鹿島台 11.4 1134.5
28 宮城県 石巻 11.9 1091.3
29 宮城県 塩釜 11.8 1175.0
30 宮城県 仙台 12.8 1276.7
31 宮城県 亘理 12.4 1272.2
32 福島県 小名浜 13.8 1461.2
33 茨城県 北茨城 13.2 1444.3
34 茨城県 水戸 14.1 1367.7
35 茨城県 鉾田 13.8 1468.5
36 茨城県 鹿嶋 14.9 1576.6
37 千葉県 銚子 15.8 1712.4
38 千葉県 横芝光 15.2 1509.4
39 千葉県 茂原 15.7 1682.4
40 千葉県 勝浦 16.0 1999.2
41 千葉県 館山 16.2 1845.9

地点
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第 6 図 廃棄物埋設地周辺と類似する気候因子を持つ地点の 

気温と降水量の関係 
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(b) 海水準変動 

海水準変動は，廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，海水準

変動が生じると，廃棄物埋設地及びその周辺における河川及び海の分布

域が変化し，将来の人の生活環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想

定される。また，地形変化及び希釈水量の変化が想定されるため，海水

準変動を長期変動事象として考慮し，寒冷化ケース及び温暖期継続ケー

スにおける海水準の変動時期及び変動量を設定する。 

海水準は低下量が大きく，低下時期が早いほど，廃棄物の地表接近及

び希釈水量の観点から保守的な設定となるため，海水準が低下する寒冷

化ケースを状態設定の対象とする。 

ⅰ．寒冷化ケースにおける海水準の設定 

世界的な海水準変動は，気候変動に伴う大陸氷床の拡大・縮小に伴

って生じる現象と考えられており，過去の海水準変動は気候変動と同

様に，約 8 万年周期から約 12 万年周期で低海水準期と高海水準期を

繰り返している（２４）。 

したがって，海水準変動の長期変動状態の設定のうち，寒冷化ケー

スにおける将来の氷期最盛期に至るまでの海水準変動は，気温変動と

同様に，過去約 45 万年間の低海水準期と高海水準期の平均値及び変

動幅を考慮して設定する。 

第 7 図に将来の海水準の変動曲線（最も可能性が高い設定）及び将

来の海水準の変動曲線（最も厳しい設定）を示す。 
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第 7 図 将来の海水準変動曲線（1／2）（最も可能性が高い設定） 

 

 

第 7 図 将来の海水準変動曲線（2／2）（最も厳しい設定） 
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ⅱ．温暖期継続ケースにおける海水準の設定 

過去 300 万年間の温暖期における海面水位は，世界平均で現在より

5 m 上回っており，最終間氷期（約 12.9 万年前～約 11.6 万年前）の

うち数千年にわたっては，現在より海面水位が 5 m より高く，10 m

以上は高くなかったという報告（１６）がある。この結果を参考に，温

暖期継続ケースにおける海水準変動は，不確かさを考慮して 1,000 年

後には現在の海水準より 10 m 海水準が上昇し，継続すると設定する。 

なお，温暖期継続ケースにおける海水準の設定に当たっては，最も

可能性が高い設定において不確かさを考慮していることから，最も可

能性が高い設定と最も厳しい設定は同様に，1,000 年後には現在の海

水準より 10 m 海水準が上昇し，継続すると設定する。 

 

(c) 地下水位（地下水流動） 

地下水位（地下水流動）は単独の事象としては廃棄物埋設地を直接損

傷させることはないが，地下水位（地下水流動）の変化が，希釈水量に

影響するため，地下水位（地下水流動）を長期変動事象として考慮し，

将来の地下水位，動水勾配及び地下水流速を設定する。 

ⅰ．地下水の流動方向 

敷廃棄物埋設地付近には砂丘砂層が分布しており，廃棄物埋設地は

砂丘砂層中に設置される。廃棄物埋設地の周辺を流動する地下水は，

敷地の西側に分布する台地から流動してくる地下水と敷地内の降水

のかん養が主な供給源となっている。廃棄物埋設地周辺の地下水は，

主に難透水層（Ａｃ層）上部にある不圧帯水層（ｄｕ層，Ａｇ２層）

中を西側から東側の海域へ向かって流動していると考えられる。廃棄

物埋設地の地下水位は，いずれも廃棄物埋設地底面レベルを上回った
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ことはない。1,000 年後の将来の地形は現状とほぼ同様と考えられる

ため，将来においても廃棄物埋設地周辺の地下水は，西側から東側の

海域へ向かって流動していると考えられる。 

 

ⅱ．地下水位，動水勾配及び地下水流速の設定 

将来の地下水位，動水勾配及び地下水流速の設定においては，気候

変化として寒冷化ケースと温暖期継続ケースが想定され，それぞれの

ケースにおける降水量に応じて地下水位が変動し，動水勾配及び地下

水流速に影響を与えると考えられる。 

地下水位，動水勾配及び地下水流速は希釈水量に関連しており，降

水量が少ない方が希釈水量も少なくなるため保守的となる。したがっ

て，地下水位，動水勾配及び地下水流速の設定値は，降水量と同様に

寒冷化ケースを状態設定の対象とする。 

① 地下水位 

過去の記録に基づき，12 ヶ月間の降水量と廃棄物埋設地直下の平

均地下水位の相関式を設定する。将来の廃棄物埋設地の地下水位は，

相関式に基づき，「ｂ．気候変動に起因する事象 (a) 気温・降水量

変化」で設定した最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における

将来の降水量を用いて設定する（第 5 表参照）。 

 

② 動水勾配 

廃棄物埋設地直下の平均地下水位と，廃棄物埋設地の上流と下流の

地下水位から算出した年平均動水勾配の相関式を設定する。将来の廃

棄物埋設地の動水勾配は，相関式に基づき，「① 地下水位」で設定

した最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における将来の降水
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量を用いて設定する（第 5 表参照）。 

 

③ 地下水流速 

「② 動水勾配」にて算出した動水勾配に，廃棄物埋設地近傍で行

った揚水試験で得られた透水係数を用いて，ダルシー流速を算出する

ことで設定する（第 5 表参照)。 

 

第 5 表 将来の地下水位，動水勾配及び地下水流速 

ケース 

モデル化 

時期 

気温 

（℃）

降水量 

（mm） 

地下水位 

（T.P. m） 

動水勾配 

（－） 

地下水流速

（m／y） 

最も可能性が

高い設定 

1,000 年後 13 1,410 1.8 4.77×10－３ 49 

最も厳しい 

設定 

1,000 年後 13 1,110 1.6 4.12×10－３ 42 
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ｃ．プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

プレート運動と気候変動の両者に起因する事象は，「侵食」を対象とし，

長期変動事象として考慮する。 

(a) 侵食 

侵食作用が継続することによる廃棄物埋設地の侵食に伴う廃棄物の

地表接近並びに埋設した廃棄物への海水及び河川水の影響が想定され

る。そのため，侵食を長期変動事象として考慮する。 

核燃料サイクル機構（1999）（２３）によれば，侵食は雨食，河食，氷食，

風食，海食に区分される。これらのうち，埋設地に影響を及ぼす可能性

のある侵食作用について整理する。 

廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性のある侵食は，河川流域の侵食の

ように広がりをもつ地域全体の平均的な削剥量（以下「面的侵食」とい

う。），河川における表流水による侵食(以下「河食」という。)及び沿岸

部における沿岸流と波浪等による侵食（以下「海食」という。）が想定

される。 

ⅰ．面的侵食 

藤原他（1999）（２５）によれば，敷地周辺の面的侵食による侵食速度

は 0.1 mm／年以下とされており（第 8 図参照），1,000 年後の状態設

定において廃棄物の地表接近への影響は小さく，廃棄物埋設地に大き

な影響を及ぼさないと想定されることから，面的侵食の影響は考慮し

ない。 
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藤原他（1999）（２５）に加筆 

第 8 図 基準高度分散量から計算した全国の侵食速度の分布 
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ⅱ．河食 

廃棄物埋設地の北側約 1.2 km には久慈川が西から東へ流れており，

この久慈川の河食による影響を検討する。 

将来，寒冷化により海水準が低下した場合，それに伴い現在の久慈

川の位置において，河川の下方侵食（下刻）及び側方侵食が想定され

る。 

下方侵食は相対海水準低下に伴い侵食基準面が低下するため，海水

準の低下量分だけ下方侵食が進行すると想定される。 

また，側方侵食は，久慈川の下方侵食に伴い，河川端から安定勾配

1：1.2（土砂）に斜面が形成されて，側方浸食が進行すると想定され

る。 

1,000 年後の状態設定において，海水準低下量が最も厳しい設定に

おいても 20 m 程度であり，下方侵食量及び側方侵食量も同程度と想

定される。 

このため，廃棄物埋設地まで河食は到達せず，埋設した放射性廃棄

物への河川水の影響はないことから，河食の影響は考慮しない。 

 

ⅲ．海食 

廃棄物埋設地の東側約 0.4 km に海岸があるため，海食による影響

を検討する。 

空中写真より，1947 年（昭和 22 年）から 2021 年（令和 3 年）ま

での 74 年間において，廃棄物埋設地の東方の海岸線は大きく変化し

ていない（第 9 図参照）。また，地形図より，1960 年（昭和 35 年）か

ら 2021 年（令和 3 年）までの約 60 年間において，廃棄物埋設地の東

方の海岸線は大きく変化していない（第 10 図参照）。 
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茨城県（2016）（２６）によれば，東海村の海岸は，長期的な汀線の後

退傾向（1 m／年程度以上）を示す区間外であり（第 11 図参照），ま

た，一般公共海岸区域（海岸保全区域外）となっており，海岸保全施

設の整備計画はされていない。 

以上より，過去（60 年～70 年前）から現在において廃棄物埋設地

東方の海岸線は海食による影響がなく，埋設した放射性廃棄物への将

来の海水の影響は想定されないことから，1,000 年後の状態設定にお

いて海食の影響は考慮しない。 

 

 

第 9 図 空中写真による廃棄物埋設地の東方の海岸線の比較 

  

埋設地 埋設地 

1947（S22）年 3 月 25 日撮影 

（USA-R472-29,USA-R472-57 を編集） 

2021（R3）年 1 月 14 日撮影 

（CKT20206-C2-8,CKT20206-C3-8 を編集） 
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第 10 図 国土地理院地形図による廃棄物埋設地の東方の海岸線の比較 
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茨城県（2016）（２６）に加筆 

第 11 図 長期的に汀線後退する海岸  

東海村 

：長期的に汀線後退傾向 
（1 m／年程度以上）であり，

浜幅が狭い区間（20 m 以
下）がある海岸 
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ｄ．その他の事象 

(a) 生物学的事象 

廃棄物埋設地は割栗石の入ったじゃかご等で構成される保護工によ

り覆われるため，樹木の植生及びモグラ類による覆土の擾乱は想定され

ない。このため，生物学的事象による影響はなく，長期変動事象として

考慮しない。 
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（２）廃棄物埋設地の状態設定 

最終覆土完了後に人工バリアに期待する安全機能である漏出低減機能は，

放射性廃棄物を埋設した埋設トレンチ内への雨水等による水の浸入を抑制

するとともに，放射性物質の収着を期待することによって，廃棄物埋設地か

ら放射性物質が漏出する量を低減させることである。また，天然バリアには，

収着によって放射性物質の移動を遅延させることを期待している。このため，

各バリア材の漏出低減機能に期待する性能は，低透水性及び収着性とする

（第 6 表参照）。 

状態設定においては，漏出低減機能を期待する側部低透水性覆土及び最終

覆土（低透水性土層）の低透水性並びに充 砂，中間覆土（最上段を除く）

及び本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）の収着性に着目する。 

廃棄物埋設地の状態を設定するに当たっては，覆土完了時点を初期状態と

し，長期の状態において，漏出低減機能に影響する可能性のある事象を抽出

し，それら影響事象を考慮して行う。 

なお，遮蔽機能は，覆土が侵食されて遮蔽厚さが薄くなる時期は数万年後

であり，その時点では遮蔽機能を必要としないことから，覆土の長期的な遮

蔽機能の状態は変わらないものとする。 
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第 6 表 各バリアに期待する性能 

バリア（部材） 性能 期待する機能の内容 

側部低透水性覆土及び 

最終覆土（低透水性土層）
低透水性 

ベントナイト混合土を用いた側部低

透水性覆土及び最終覆土（低透水性土

層）に対して低透水性を期待すること

によって，埋設トレンチ内への雨水等

の浸入を抑制する。 

充 砂及び 

中間覆土（最上段を除く）
収着性 

充 砂及び中間覆土（最上段を除く）

に対して収着性を期待することによ

って，廃棄物埋設地からの放射性物質

の漏出を低減し，移動を遅延させる。

本施設周辺の地盤 

（ｄｕ層及び帯水層） 
収着性 

廃棄物埋設地周辺の地盤（ｄｕ層及び

帯水層）に対して収着性を期待するこ

とによって，放射性物質の移動を遅延

させる。 
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ａ．着目する漏出低減機能に関連する物理的・化学的性質 

廃棄物埋設地の低透水性は，主に側部低透水性覆土及び最終覆土（低透

水性土層）の間隙率及び密度に対する物理的性質及び力学条件に依存する。 

また，廃棄物埋設地の収着性は，主に充 砂，中間覆土（最上段を除く）

及び本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）の間隙水の水質に対する化学

的性質及び化学条件に依存する。 

 

ｂ．影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学） 

漏出低減機能に影響する可能性のある事象については，網羅的・包括的

に検討・整理し，事象を抽出した上で，漏出低減機能への影響を，熱，水

理，力学及び化学の観点で整理し，分析する。 

影響事象の抽出においては，廃棄物安全小委員会報告書（２７）のＦＥＰ

リスト，ＯＥＣＤ／ＮＥＡ（２８）の国際ＦＥＰリスト及びＩＡＥＡ－ＩＳ

ＡＭ（２９）のＦＥＰリストにて整理されたＦＥＰリスト基づくとともに，

「（１）地質環境等の状態設定」で設定した長期変動事象を考慮して，本

施設のＦＥＰリストを作成した。 

影響事象分析においては，熱（Ｔ），水理（Ｈ），力学（Ｍ）及び化学（Ｃ）

の観点からマトリクス形式の表を整理し，影響元となる部材（自然現象を

含む。）の特性及びそこで生じる事象やプロセスによって，対象とする各

バリアに期待する性能に影響するか否かの分析を行った。 

影響事象分析の結果は，以下に示すとおりである。 

(a) 熱 

低透水性及び収着性に与える熱的影響事象としては，気温変化による

地表環境の温度変化があげられる（３０）。廃棄物層の熱特性は，含まれる

放射性物質の量が少ないため，廃棄物の熱発生は極めて小さい。また，
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充 砂，中間覆土，側部低透水性覆土，最終覆土は発熱しない。 

気温の変化に伴う地下水の温度の変動範囲はバリア機能に影響を与

えるものではなく，また，地盤は発熱しないため，年間の気温の変化以

上に地盤の温度は変化しないと考えられる。したがって，低透水性及び

収着性に与える熱的影響事象はない。 

 

(b) 水理 

低透水性及び収着性に与える水理的影響事象としては，雨水等の浸透

水があげられる（３０）。雨水等は，側部低透水性覆土及び最終覆土を通し

て埋設トレンチ内に浸透するため，埋設トレンチ内へ流入する浸透水量

は非常に小さい。 

このため，廃棄物層，側部低透水性覆土及び最終覆土並びに本施設周

辺の地盤の水理特性は，低透水性及び収着性に直接的には影響はなく，

間接的な化学的影響事象に包含される。 

 

(c) 力学 

低透水性に与える力学的影響事象として，埋設した廃棄物に含まれる

金属の腐食に起因する膨張変形やガス発生の影響，ベントナイト混合土

に雨水等が浸透することによる膨潤（ベントナイト混合土の膨潤）の影

響が考えられる。 

また，地震影響によって，廃棄物層が沈下し，埋設トレンチが陥没す

ることによる影響が考えられる（３０）。 

ⅰ．廃棄物層（金属廃棄物及び鉄箱）の金属腐食による膨張変形及びガ

ス発生 

① 金属腐食による膨張変形 
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廃棄物には，容器である鉄箱を含め金属が含まれており，金属周辺

の環境条件に依存した電気化学反応によって金属が腐食し，腐食生成

物が生成されることで，体積膨張が生じることが想定される（以下「金

属の腐食膨張」という。）。金属の腐食膨張は，力学的影響としてベン

トナイト混合土の低透水性に影響を与える可能性がある。 

埋設トレンチ 1 区画での腐食膨張量を算出した結果，埋設完了後の

埋設トレンチ内に存在する酸素による腐食膨張量は水平方向で約 4 

mm であることから，ベントナイト混合土に作用する変形量は軽微で

あり，ベントナイト混合土の低透水性に影響はない。 

以上より，金属腐食による膨張変形は影響事象として考慮しない。 

 

② 金属腐食によるガス発生 

金属腐食によるガス発生が，ベントナイト混合土の低透水性に影響

を与える可能性がある。 

埋設トレンチ内の環境条件では，酸素消費型の好気性条件の腐食環

境と考えられるため，炭素鋼の腐食に伴う水素ガスの発生は考えられ

ない。また，埋設トレンチ内は，上部及び側部をベントナイト混合土

に覆われ，地下水面より上に位置するため，内部は不飽和状態が維持

される。このため，発生したガスは下部の通気層から抜けるものと考

えられるため，ガス圧が上昇を続ける可能性は低い。したがって，金

属腐食によるガス発生による，ベントナイト混合土の低透水性に影響

はない。 

以上より，金属腐食によるガス発生は，影響事象として考慮しない。 

 

ⅱ．ベントナイト混合土の膨潤 
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ベントナイト混合土の膨潤が自身の低透水性に影響を与える可能

性がある。 

雨水等によってベントナイト混合土の表面に水が浸透し，その際，

表面のベントナイト混合土が吸水膨潤しようとする。しかしながら，

最終覆土は約 20 kPa の土被り圧で施工する計画であり，透水係数の

上昇の影響は小さい。したがって，吸水膨潤は，透水係数に大きく影

響するものではない。 

以上より，ベントナイト混合土の膨潤は，影響事象として考慮しな

い。 

 

ⅲ．地震による廃棄物層の沈下（陥没現象） 

廃棄物内に微小な空隙が残存する場合には，地震によって生じる応

力及び振動で廃棄物層が沈下することで施設に陥没が生じ，側部低透

水性覆土及び最終覆土の低透水性に影響する可能性がある。 

このため，地震による廃棄物層の沈下（陥没現象）を影響事象とし

て考慮する。 

 

(d) 化学 

低透水性及び収着性に与える化学的影響事象としては，廃棄物と雨水

等による浸透水との反応によるコンクリート廃棄物の溶脱及び廃棄物

層の腐食（以下「廃棄物と浸透水の反応」という。）の影響が考えられ

る（３０）。また，ベントナイト混合土と浸透水の反応の影響によるモンモ

リロナイト溶出（ベントナイト混合土と浸透水の反応）の影響の可能性

が考えられる。各部材に共通で，コロイドの生成，有機物の影響，微生

物の影響の可能性が考えられる。 
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自然現象では，一時的ではあるが，津波による本施設周辺の地盤（ｄ

ｕ層及び帯水層）への海水の浸透による影響の可能性が考えられる。 

ⅰ．廃棄物と浸透水の反応 

雨水等の浸透水がコンクリート類の廃棄物との接触によってカル

シウム成分が溶脱し，浸透水のｐＨが変化することで，収着性に影響

を与える可能性がある。 

また，埋設トレンチ内の酸化還元環境は，金属腐食によって還元的

となることが想定され，収着性に影響を与える可能性があるが，還元

雰囲気下の分配係数は，酸化雰囲気下と比較して大きな値となる傾向

があることから（３１），核種の還元が生じるような金属腐食の収着影響

は考慮しないものとする。以上より，廃棄物と浸透水の反応を影響事

象として考慮する。 

 

ⅱ．ベントナイト混合土と浸透水の反応 

ベントナイト混合土中のモンモリロナイトの溶出によって，側部低

透水性覆土の低透水性に影響する可能性がある。 

側部低透水性覆土の透水性は，ベントナイト系材料に含まれる膨潤

性鉱物であるモンモリロナイトが寄与することが知られている（３２）。

埋設トレンチ中には，コンクリート類の廃棄物が，側部低透水性覆土

に隣接して埋設される。コンクリート類の廃棄物と接触した浸透水は，

溶出するカルシウム成分によって，高アルカリ性となる。高アルカリ

性の間隙水は，ベントナイト系材料中のモンモリロナイトを溶解又は

変質させ，側部低透水性覆土の低透水性の機能が次第に低下すること

が懸念される。 

廃棄物埋設地に降った雨水等は土壌中を浸透し，側部低透水性覆土
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に外側から埋設トレンチ内側に向かって浸透する。したがって，水理

的には側部低透水性覆土からコンクリート類の廃棄物への流れとな

る。また，年間の浸透水量は 0.003 m３／（m２・y）と非常に小さく，

コンクリート廃棄物からの溶出水量も小さい。 

コンクリート類の廃棄物の周囲は，不飽和土壌でありコンクリート

廃棄物から溶出するカルシウム成分が側部低透水性側へ移行するに

は，浸透水の流れと逆らった拡散移行になる。したがって，コンクリ

ート類の廃棄物からのカルシウム成分の溶出に伴うベントナイト系

材料中のモンモリロナイトの溶解又は変質の影響は小さく，側部低透

水性覆土の化学的変質の影響は，影響事象として考慮しない。 

 

ⅲ．コロイド生成 

金属類の廃棄物や鉄箱，コンクリートブロックに含まれる鉄筋を起

源として，金属腐食に伴って鉄酸化物及び鉄水酸化物コロイドが生成

することによって，放射性物質の移動挙動が変化することで，収着性

に影響を与える可能性がある。また，側部低透水性覆土及び最終覆土

に用いるベントナイト系材料中のモンモリロナイト成分等を起源と

して，雨水等の浸透水との反応によってコロイドを生成することで，

収着性に影響を与える可能性がある。 

収着性に関連する地下水移行において被ばく線量寄与の大きい放

射性物質のうちＨ－3，Ｃｌ－36 は，収着性を期待できないため収着

分配係数を 0 としており，Ｃ－14 は保守的に収着分配係数を 0 と設

定することで収着性を期待していない。したがって，金属腐食による

コロイド及びベントナイトコロイドの影響は，これらの放射性物質の

移動挙動において，被ばく線量評価を低減する側に影響するものであ
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る。 

以上より，コロイドの影響は考慮しない。 

 

ⅳ．有機物 

廃棄物に含まれる有機物は，主にプラスチックシートに用いるポリ

エチレン等であり，有機物のアルカリ分解反応によって，放射性物質

を捕捉する分解物が生成することが考えられる。有機物及びその分解

生成物が浸透水中に存在する場合には，放射性物質と錯体を形成し，

放射性物質の収着の低減により移動を促進することで，収着性に影響

することが考えられる（３３）。 

収着性に関連する地下水移行において被ばく線量寄与の大きい放

射性物質のうちＨ－3，Ｃｌ－36 は，収着性を期待できないため収着

分配係数を 0 としている。また，Ｃ－14 は保守的に収着分配係数を

0 と設定することで収着性を期待していない。 

有機物の影響が大きいものとして挙げられるものは，主に遷移金属

及びα核種であるが，これらの放射性物質は被ばく線量寄与が非常に

小さく，有機物の影響も小さい。 

以上より，有機物の影響は考慮しない。 

 

ⅴ．微生物 

廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって，廃棄物埋設地

内及び周辺地盤において，有機物が無機化し，収着性が低下すること

が考えられる。 

無機化によって影響を受けるＣ－14 の収着性については，保守的

に収着分配係数を 0 と設定しており微生物の影響を考慮しても収着
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性は変わらない。 

このため，微生物の影響は考慮しない。 

 

ⅵ．津波 

津波によって，海水が廃棄物埋設地周辺に流入することで，一時的

ではあるが，本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）の水質の変化に

よって収着性に影響する可能性がある。本施設周辺の地盤（ｄｕ層及

び帯水層）については，収着性を評価するための土砂等の分配係数の

取得試験において，海水による影響を想定して，人工海水を用いて試

験を行い，試験結果に基づき評価パラメータを設定することによって，

津波を影響事象として考慮する。 

 

  



 

55 

ｃ．廃棄物埋設地の初期状態の設定 

線量の評価においては最終覆土完了時点を初期状態とし，各部材の初期

状態は，第 7 表から第 14 表に示す廃棄物及び廃棄物埋設地の寸法，材料

等の仕様，性状等に基づき，各状態設定の評価においてそれぞれ設定する。 

状態設定の評価に用いる廃棄物埋設地の材料仕様は，設計において期待

する性能を満たすことができる候補材料から設定する。施工時点において

材料仕様が変更になることも予想されるが，期待性能を満たす材料を適切

に設定する。 

 

第 7 表 埋設する廃棄物の仕様 

廃棄物 金属類 

コンクリート類 

コンクリート 

ガラ 

コンクリート 

ブロック 

容器等 鉄箱 プラスチックシート 

容器等の材質 炭素鋼 ポリエチレン等 

容器等の寸法（m） 約 1.4×約 1.4×約 0.9 約 0.7×約 0.9×約 0.9

 

第 8 表 埋設トレンチの寸法 

埋設トレンチ 
放射性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘り

下げて設置 

最大埋設能力 24,000 m３ 

区画数 西側トレンチ 18 区画，東側トレンチ 24 区画 

区画寸法（1 区画） 約 8 m×約 15 m 

廃棄物定置段数 3 段 
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第 9 表 ベントナイト混合土の仕様 

項目 仕様 備考 

ベントナイト混合率 15％ － 

含水比 Ｗｏｐｔ
※＋2％±2％ Ｗｏｐｔ＋2％＝11％ 

※ 最適含水比 

 

第 10 表 主要材料 

項目 仕様 

Ｎａ型ベントナイト（クニゲルＵ） MBC60 以上 

母材 洗砂（久慈川産出） 

 

第 11 表 覆土の主要な部位及び主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 

最
終
覆
土 

保護土層 

材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む） 

透水係数※１：埋設トレンチ周辺の土砂と同程度

の透水係数 

厚さ※１：基礎層，低透水性土層及び掘削抵抗性層

をあわせて 2.5 m 以上 

掘削抵抗性層 
材料：砕石又は石（栗石等の粒径が大きなもの）

厚さ※１：0.3 m 以上 

低透水性土層 

材料：ベントナイト混合土 

透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

厚さ※１：1 m 以上 

基礎層 材料：砕石 

側部低透水性覆土 

材料：ベントナイト混合土 

透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

厚さ※１：0.6 m 以上 

中間覆土 

材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む） 

厚さ※１：0.5 m 以上（最上段），0.2 m 以上（最上

段を除く） 

密度：1,300 kg／m３以上 

充 砂 
材料：砂又は砂質土（現地発生土を含む）。 

ただし，流動性を期待できるもの 

※1 施工時点の値 
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第 12 表 廃棄物埋設地周辺の地盤の特性 

地層 土粒子密度（kg／cm３） 間隙率（％） 

ｄｕ層 2.7×10３ 41 

 

第 13 表 廃棄物埋設地付近の地盤の特性 

 Ｓ－1※２ Ｓ－2※２ Ｆ－4－0※２ Ｈ－4－0※２ 

対象層 ｄｕ ｄｕ ｄｕ ｄｕ 

含水率（％） 6.01 7.93 0.34 0.18 

粒径状況 
（2 mm以下の比率）（％）

99.1 100.0 80.6 85.6 

ｐＨ （－） 6.16 8.23 4.41 9.31 

酸化還元電位 （mV）※１ 0.143 0.197 0.171 0.15 

電気伝導率 （mS／cm） 0.027 0.071 0.013 ＜0.001 

※1 酸化還元電位は，飽和カロメル電極を用いた測定値を示す。 

※2 固相採取ボーリング孔位置図を第 12 図に示す。 

 

第 12 図 廃棄物埋設地周辺の地盤の固相採取ボーリング孔位置図 

固相採取ボーリング孔（Ｓ－1） 
廃棄物埋設地 

固相採取ボーリング孔（Ｈ－4－0） 

固相採取ボーリング孔（Ｆ－4－0） 

固相採取ボーリング孔（Ｓ－2） 
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第 14 表 廃棄物埋設地付近の地下水の水質 

 現地地下水 

ｐＨ （－） 8.01 

酸化還元電位（mV）※ 153 

電気伝導率（mS／cm） 0.4 

水温（℃） 24.3 

イオン濃度 
（mg／l） 

Ｃｌ 16 

Ｎａ 19 

Ｃａ 44 

Ｍｇ 5.5 

Ｋ 7.7 

ＳＯ４ 17 

ＨＣＯ３ 170 

Ｓｒ － 

Ｆ ＜0.01 

Ｂｒ － 

Ｂ － 

※ 酸化還元電位は，飽和カロメル電極を用いた測定値を示す。 
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ｄ．各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 

「ｂ．影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学）」に基づき，漏

出低減機能を期待する側部低透水性覆土及び最終覆土（低透水性土層）の

低透水性並びに充 砂，中間覆土（最上段を除く），本施設周辺の地盤  

（ｄｕ層及び帯水層）の収着性に係る各物理的・化学的性質の長期的な変

化を評価する。評価に当たっては，ＦＥＰにより抽出した影響事象ごとに

適切に不確かさを考慮する。 

(a) 地震による廃棄物層の沈下（陥没現象） 

地震による振動及び応力によって，鉄箱内の充 砂の見かけ密度が上

昇し，廃棄物内に微小な空隙が生じる可能性がある。微小な空隙が生じ

ると，埋設した廃棄物の形状が変化することで廃棄物層が沈下を起こし，

埋設トレンチの陥没現象による影響が考えられる。 

鉄箱内に生じる可能性がある空隙からの陥没量は，0.08 m となる。

埋設トレンチ内は中間覆土を間において 3 段で埋設する計画であるこ

とから，陥没量を 3 段分で算定し 0.24 m と設定する。 

また，鉄箱内に砂を充 する際には，鉄箱の上側においては，砂の散

逸の可能性から振動充 が難しく，鉄箱の上部に砂を充 できないこと

に起因した空隙が生じる可能性も考えられる（以下「上部空隙」という。）。

陥没量の設定においては，上部空隙として鉄箱 1 つ当たり 0.08 m を考

慮し，3 段分で 0.24 m を加える。 

したがって，鉄箱内に生じる可能性がある空隙で発生する陥没量及び

上部空隙で，埋設トレンチ内で生じる可能性がある陥没量を 0.48 m と

設定する。 

陥没現象によりベントナイト混合土の密度変化が生じることで，低透

水性に影響を及ぼす可能性があるため，シミュレーションによる力学的
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影響評価によって確認する。 

陥没に起因する影響において，側部低透水性覆土及び最終覆土の低透

水性（透水係数及び厚さ）への影響評価をした結果，陥没事象で力学的

変形が生じることによって局所的な密度変化により透水係数の増加が

生じるが，ベントナイト混合土の破断や厚さの大きな変化は発生せず，

低透水性に影響ないと考えられる。このため，低透水性の設定において，

最も可能性が高い設定では，最終覆土及び側部低透水性覆土には影響が

ないとする。 

また，低透水性の設定において，最も厳しい設定では，最終覆土で局

所的に密度低下が生じる可能性があることから，最終覆土への影響を考

慮する。なお，側部低透水性覆土については，廃棄物と隣接する部分に

おいて，ベントナイト混合土の密度低下は生じていないことから，影響

がないとする。 
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ｅ．着目した漏出低減機能の状態変化の設定 

「ｂ．影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学）」，「ｃ．廃棄物

埋設地の初期状態の設定」及び「ｄ．各物理的・化学的性質の長期的な状

態変化の評価」の結果に基づき，廃棄物埋設地の低透水性の長期的な状態

変化を設定する。 

(a) 低透水性 

側部低透水性覆土及び最終覆土（低透水性土層）の低透水性は，力学

的影響（地震による廃棄物層の沈下（陥没現象））によってベントナイ

ト混合土の密度変化が生じることで，影響する可能性があるため，力学

的影響評価によって確認する。 

埋設トレンチ内で生じる可能性がある陥没量は 0.48 m であり，力学

的影響評価からベントナイト混合土の破断や厚さの大きな変化は発生

しないため，最も可能性が高い設定では低透水性は変わらない設定とす

る。 

最も厳しい設定では，最終覆土で局所的に密度低下が生じる可能性が

あることを考慮して，低透水性を設定する。 

最終覆土（低透水性土層）及び側部低透水性覆土を対象とした密度分

布の評価では，法肩部付近のせん断変形が大きくなるベントナイト混合

土では，密度が低下している。このため，室内試験によって得られた有

効モンモリロナイト乾燥密度とベントナイト混合土の透水係数と相関

関係の評価に基づき，法肩部付近の透水係数を推定した。透水係数は，

変形前を 1.0×10－１０ m／s とした場合には，変形後は 2.0×10－１０   

m／s となり，法肩部付近の密度が低下している範囲で，局所的には透

水係数は 2 倍程度に増加すると推定される。また，部材厚の中で密度が

低下する箇所がどのように分布しているのかを分析するため，法肩部付
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近を評価範囲として細分化し確認した結果，変形後の透水係数は概ね   

10－１０ m／s オーダーのままとなっている。 

以上より，透水係数に増加が生じるものと考え，保守的に     

1.0×10－９ m／ｓと設定する。 

なお，側部低透水性覆土は，廃棄物と隣接する部分において，ベント

ナイト混合土の密度低下は生じていないことから，1.0×10－１０ m／ｓ

から増加しないものとして設定する。 

陥没現象の影響における透水係数の設定を第 15 表に示す。 

 

第 15 表 陥没現象の影響における透水係数の設定 

透水係数 最も可能性が高い状態 最も厳しい状態 

最終覆土 
1.0×10－１０（m／s） 

1.0×10－９（m／s） 

側部低透水性覆土 1.0×10－１０（m／s）
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（３）生活環境の状態設定 

「生活環境の状態設定」では，様々な人間活動によって生じる被ばく経路

（被ばくをもたらす人間活動）を設定するに当たって，廃止措置の開始後の

将来の敷地及びその周辺の地質環境等の状態並びに現在の敷地及びその周

辺の社会環境から被ばくが生じると考えられる人間活動（水利用及び土地利

用）を設定する。さらに，東海村の就労形態を考慮して評価対象個人を設定

する。 

廃止措置の開始後の将来の敷地及びその周辺で活動する人間の生活環境

は，地質環境等の変化による影響を受けることが考えられるため，その前提

として，降水量，気温，地下水位，地形の状態変化等を考慮する（「（１）地

質環境等の状態設定」参照）。 

生活環境の構成要素のうち，廃止措置の開始後の将来の人間の生活様式に

ついては，これを将来の不確かさを考慮して予測することは困難であるため，

現世代の人間の生活様式に関する情報を基に，敷地及びその周辺の社会環境

又は我が国で一般的とされる生活様式を前提とする。 

最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオで

考慮する人間活動は，ＩＣＲＰ Publication 81（1998）（１），ＩＣＲＰ 

Publication 101（2006）（２）を参考に合理性，持続可能性及び均一性を持つ

一般的な人間活動を想定する。 

さらに，最も厳しい自然事象シナリオでは，最も可能性が高い自然事象シ

ナリオで考慮する人間活動に加えて，最も厳しい状況を想定した人間活動に

ついても考慮する。 

また，最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリ

オで考慮すべき合理性，持続可能性及び均一性を持たず，一般的に生じると

は考えられない人間活動については，人為事象シナリオで考慮する。 
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なお，全てのシナリオにおいて，放射性物質としての特性に着目した意図

的な行為は含めない。 

ａ．生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化 

「（１）地質環境等の状態設定」に基づき，生活環境に影響を及ぼすと

考えられる敷地及びその周辺における地質環境等の変化を以下に整理す

る。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地及びその周辺の地形は，約 50

年という期間の短さから，現状とほぼ同様であると考えられる。よっ

て，廃棄物埋設地に起因した放射性物質を含む地下水は海に流入する。 

・気候変動によって，平均気温が変化することに伴い，敷地及びその周

辺で生産される農産物の種類が変化することが考えられるが，「（１）

地質環境等の状態設定 ｂ． (a) 気温・降水量変化」に示すとおり，

1,000 年後の将来の気温の変化は大きくないことから，生産される農

産物の種類は現在の敷地周辺で収穫される農産物を想定する。 

・隆起，侵食によって廃棄物が地表に接近することが考えられるが，こ

れらの自然現象の進行速度は緩慢であり，影響を無視できる。 

・降水量及び蒸発散量の変化は，かん養量（浸透水量）及び地下水流動

に影響するが，生活様式への影響はない。 

・海水準変動は地下水位（地下水流動）への影響の可能性があるが，生

活様式への影響はない。 

 

ｂ．敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人

間活動の設定 

「ａ．生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の

変化」に示す敷地及びその周辺の地質環境等の変化及び社会環境の状態を
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踏まえ，放射性物質が移動する範囲ごとに人間活動を以下の通り設定する。 

(a) 水利用 

本施設周辺には河川等の地表水はなく，雨水等は地面に浸透し地下水

となる。地下水は，本施設西側から海に向かって一様に流れることから，

本施設東側以外に流れる可能性は極めて小さい。また，地下水が流出す

るのは海であり，海水を生活用水等に利用することは考えられない。 

東海村には漁業経営体及び漁業従事者はほぼ存在しない状況だが，沿

岸海域では沿岸漁業が行われている。沿岸漁業で漁獲された漁獲物は，

東海村周辺の漁港に水揚げされて市場に出回っている。よって，東海村

沿岸海域で沿岸漁業が行われ，水揚げされた海産物の摂取を想定するこ

とが現実的かつ合理的な仮定である。 

本施設を設置する東海村の利水状況としては，水道の普及率がほぼ

100％（３４）であり，専らこれを生活用水に利用している。水道以外（上

水道，簡易水道及び専用水道以外）を生活用水に利用している世帯もあ

るが，その割合は 0.2％となっている。また，廃棄物埋設地は海岸から

の飛砂を防ぐために設けられた保安林よりも海側に設置を予定してお

り，将来においてその土地に井戸を設置して利用する可能性はさらに低

いと考える。これらの事より，最新の統計等，地形情報に基づくと，生

活用水は，水道水を利用することが現実的かつ合理的な仮定であり，放

射性物質を含む地下水の飲料水への利用は想定されない。 

また，事業所境界よりさらに西側では，地表水を用いた灌漑用水が整

備されていることから，新たに地下水を灌漑用水として利用する可能性

が極めて小さい。加えて，本施設直下の地下水は施設西側から海に向か

って一様に流れる。これらのことから，既に整備された灌漑用水（放射

性物質を含まない）を用いて灌漑農業が行われることが現実的かつ合理
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的な仮定である。ただし，廃棄物埋設地から漏出した放射性物質が施設

西側に流れ，事業所境界より西側において地下水を灌漑用水に利用され

ることを仮に想定して，評価においては，最も厳しい人間活動として，

廃棄物埋設地から漏出した放射性物質を含む地下水を灌漑用水として

利用する場合を考慮する。 

なお，東海村において畜産業に従事する者として肉用牛の飼育家が 1

戸まで減少しており，かつ，酪農，養豚，養鶏（採卵含む。）は行われ

ていないことから，廃棄物埋設地から漏出した放射性物質を含む地下水

を畜産用水に利用する人間活動は想定しない。 

以上より，水利用に関しては，東海村沿岸の海産物の摂取，漁業に伴

う海面活動及び漁網整備を想定し，最も厳しい人間活動として地下水を

利用した灌漑農作業及び灌漑農産物の摂取を想定する。 

 

(b) 土地利用 

廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物から漏出する放射性物質が地

下水を介して移動した先で，汚染した土壌を掘削し，生活環境に放射性

物質が移動することにより被ばくを受ける可能性があるため，放射性物

質が地下水を介して移動した先での土地利用に伴う人間活動を考慮す

る。 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設がある。国土交通省

（2020）（３５）によれば，東海村においては，「居住専用住宅」，「農林水

産業用建築物」，「製造業用建築物」，「電気・ガス・熱供給・水道業用建

築物」，「運輸業用建築物」，「卸売業，小売業用建築物」，「不動産業用建

築物」，「教育，学習支援業用建築物」，「医療，福祉用建築物」，「その他

のサービス業用建築物」及び「公務用建築物」の建築物着工実績がある。
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加えて，廃棄物埋設地は市街化区域の用途地域のうち，工業専用地域に

位置し，周辺は市街化調整区域となっているため，工場及び住宅の建設

等に利用される可能性がある。 

現状の東海村では，地下数階を有するような大規模な構造物はほとん

ど見られず，面積利用率では，3 m 以深の掘削を行う頻度は 1％未満で

ある。また，当社施設を除外し，東海村における住宅及び工場等の一般

的な施設に着目した場合には，7 m以深の掘削を行う施設は存在しない。 

以上のことから，敷地及び周辺の社会環境を考慮しても，大規模な構

造物の建設は土地利用の代表的な事例ではない。 

そのため，代表的な事例として一般的な住宅の建設及びそれに伴って

発生する掘削土壌上での居住を想定する。 

この他に地下を掘削する目的として，井戸の掘削及び地下資源の開発

（ボーリングを含む。）があげられる。井戸については「(a) 水利用」

に示すように，水道の普及率がほぼ 100％（３４）であり，専らこれを生活

用水に利用している。水道以外（上水道，簡易水道及び専用水道以外）

を生活用水に利用している世帯もあるが，その割合は 0.2％と極めて小

さいことから考慮しない。一方，地下資源の開発については，廃棄物埋

設地及びその近傍において採掘規模の石炭，鉱石等の天然資源は認めら

れていないため，このような土地利用を考慮する必要はない。 

さらに，地下の掘削を伴わない土地利用としては，農産物の生産が考

えられるが，廃棄物埋設地は保安林より海側の砂丘砂層に設置すること

になるため，農業利用の可能性が極めて小さいことから考慮しない。 

以上より，土地利用に関しては，汚染した土壌を掘削して利用する人

間活動として，住宅の建設作業，掘削土壌上での居住，掘削土壌上での

居住に伴う家庭菜園で生産される農産物の摂取を考慮する。 



 

68 

なお，廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業等の大

規模な掘削行為によって生じる被ばく及び当該掘削後の土地利用に伴

う被ばくは，一般的に生じるとは考えられないため，人為事象シナリオ

において考慮する。 

 

(c) 水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「(a) 水利用」及び「(b) 土地利用」に示す水や土地の利用によっ

て得られる生産物の種類を海産物及び農産物と設定する。 

海産物については，東海村沿岸に生息する代表的な海産物とする。 

農産物については，地下水の灌漑利用により生産される米（以下「灌

漑農産物」という。）及び汚染した土壌の掘削混合土壌での居住に伴う

家庭菜園で生産される野菜とする。 

 

ｃ．評価対象個人の設定 

「ｂ．敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏ま

えた人間活動の設定」に示す人間活動に基づき，自然事象シナリオにおい

ては，被ばく経路に様々な個人の生活様式が係る場合には，それらの重ね

合わせを考慮し，評価対象個人を設定する。 

評価対象個人は，生活様式の特徴を表した個人で，年間を通して被ばく

する可能性がある個人を代表として設定する。また，敷地及びその周辺又

は我が国で現在認められる一般的な生活様式をもつ個人とし，比較的高い

被ばくを受ける集団を代表する成人とする。 

ただし，生産物の摂取においては，市場の流通の状況を適切に考慮する。

生活様式として同時に存在することの合理性がないものは，重ね合わせを

考慮しない。 
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生活様式は，現在認められる就労形態ごとに異なると考えられる。就労

形態によって，様々な生産活動が行われる可能性があるが，評価の観点か

らは放射性物質が移動する水又は土壌に接触する生産活動に従事する就

労者を対象とすることが合理的である。そのため，評価対象個人の設定に

当たっては，就労形態に応じた生産活動及び生産物の摂取を考慮する。ま

た，放射性物質は，その移動特性及び放射線影響が種類ごとに異なること

から，評価対象個人を複数の集団から設定する。 

現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業活動において，被ばくの可能

性がある就労形態は，第一次産業としては，漁業及び農業が代表的であり，

第二次産業では，建設業が代表的である。第三次産業及びその他の業種に

ついては，労働作業を伴う被ばくの可能性が低く，居住する人を想定する

ことで代表できると考えられる。 

最新の統計（３６）に基づくと，東海村の産業別就業者数の約 7 割を第三

次産業が占めている。第三次産業については居住する人を想定することで

代表できると考えられることから，最も可能性が高い自然事象シナリオに

おいては，評価対象個人を居住者とする。居住者は掘削土壌上に居住する

人を対象とし，家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品

を摂取すると想定する。 

最も厳しい自然事象シナリオにおいては，評価対象個人を漁業従事者，

農業従事者，建設業従事者及び居住者とする。ただし，年間を通じて摂取

する全ての食品が，廃棄物埋設地起源の放射性物質を含む生産品とするこ

とは現在の市場の流通状況を考慮すると基本的に想定されない。このため，

それぞれの就労者が生産活動により得られる食品を自家消費すると想定

し，その他については市場から購入すると想定する。 

市場に流通する食品のうち，海産物及び灌漑農産物は，廃棄物埋設地に
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起因する放射性物質を含むそれらの食品が市場希釈係数に応じて含まれ

るものとする。 

なお，東海村においては，畜産業に従事する者として肉用牛の飼育家が

1 戸まで減少しており，かつ，酪農，養豚，養鶏（採卵含む。）は行われて

いないことから評価対象個人としては考慮しない。 

(a) 漁業従事者 

東海村において，漁港及び漁業経営体がないため，漁業従事者は，東

海村周辺地域に居住し，東海村沿岸で漁業に従事する人を対象として，

放射性物質を含む海産物を自家消費することを想定する。その他は，一

般的な市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

 

(b) 農業従事者 

農業従事者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，放射性物質を

含む農産物については自家消費すると想定し，その他は一般的な市場に

流通した食品を摂取すると想定する。 

なお，放射性物質を含む地下水を灌漑に利用する灌漑作業を想定する。 

 

(c) 建設業従事者 

建設業従事者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，一般的な市

場に流通した食品を摂取すると想定する。また，放射性物質が地下水で

移動した先での一般的な住宅の建設作業を行うことを想定する。 

 

(d) 居住者 

居住者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，家庭菜園により生

産される農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 
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（４）放射性物質の移動挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の底面は，地下水に接することがない高さとすることから，

埋設した放射性廃棄物は地下水と常時接することはない。そのため，埋設し

た放射性廃棄物に含まれる放射性物質は，地表から浸透した降雨等の浸透水

を介して地下水に移動する。 

埋設した放射性廃棄物は，容器等に収納又はこん包した状態で埋設するた

め，地表から浸透した降雨等の浸透水に放射性物質が容易に漏出することは

ないが，容器等による漏出低減機能は考慮しないものとする。 

廃棄物埋設地内の土砂の間隙中に漏出した放射性物質は，廃棄物埋設地内

の土砂の収着性に応じて間隙水中に溶出するものとする。 

廃棄物埋設地内の間隙水に溶出した放射性物質は，地下水に漏出し，地下

水と接した土砂の間隙水中を移動し，海に流入する。 

地下水の流入した海域で得られる海産物及び地下水を利用して生産され

た農産物には，それぞれ海産物への濃縮係数及び農産物への移行係数に応じ

て放射性物質が移動する。よって，それらの海産物及び農産物の摂取を含む

水の利用によって公衆の被ばくが生じるものとする。 

また，廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物から漏出する放射性物質の移

動は，基本的に地下水を介して生じる。漏出した放射性物質は地下水中の土

壌の間隙水中を移動するため，放射性物質が収着し，土壌中に放射性物質が

残存するものとして，廃棄物埋設地から移動した先の土地の利用によって公

衆の被ばくが生じるものとする。 

以上の放射性物質の移動挙動を踏まえ，「（１）地質環境等の状態設定」，

「（２）廃棄物埋設地の状態設定」及び「（３）生活環境の状態設定」で設定

した状態設定のもとで，海の利用，地下水の利用及び土地の利用を対象とし

て，明らかに線量が小さいもの及び他の被ばく経路で代表されるものを除外
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した以下の被ばく経路を設定し，評価対象個人の線量を評価する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオでは，評価対象個人として居住者を対

象とするため，漁業に伴う海面作業，漁業に伴う漁網整備及び住宅の建設作

業による被ばくを考慮しない。また，地下水を利用して生産される灌漑農産

物の摂取及び地下水を利用した灌漑農作業による被ばくは，最も厳しい自然

事象シナリオでのみ考慮する。 

ａ．海産物の摂取に伴う内部被ばく 

ｂ．掘削土壌上での居住に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

ｃ．居住者の家庭菜園により生産する農産物の摂取に伴う内部被ばく 

ｄ．漁業に伴う海面活動による外部被ばく 

ｅ．漁業に伴う漁網整備による外部被ばく 

ｆ．地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取に伴う内部被ばく 

ｇ．地下水を利用した灌漑農作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

ｈ．住宅の建設作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 
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（５）線量評価モデル 

線量評価モデルは，廃棄物埋設地の状態や現象の特徴を適切に，かつ，簡

潔に表現でき，被ばく線量が保守的になるように考慮する。 

線量評価モデルの不確かさについては，線量評価パラメータを保守的に設

定することで考慮する。 

ａ．線量評価モデル設定の考え方 

線量評価モデルの設定の考え方を以下に示す。 

(a) 埋設トレンチの評価モデルの設定 

ⅰ．埋設トレンチの寸法 

廃棄物埋設地は，西側トレンチ（18 区画）と東側トレンチ（24 区

画）に分かれており，その間に車両用の通路を設ける計画であるが，

評価モデルにおける埋設した放射性廃棄物が含まれる部分（以下「廃

棄物層」という。）の大きさは，西側トレンチ及び東側トレンチの合

計の大きさとする。 

 

ⅱ．容器等の考慮及び浸透水中への溶出 

埋設する放射性廃棄物は放射性物質の飛散防止の観点から容器等

に収納又はこん包された状態で埋設トレンチ内に埋設を行うが，埋設

後は容器等に代わって，覆土により放射性物質の飛散を防止する。 

そのため，評価においては，容器等を考慮せずに，最終覆土上面か

ら浸透した降雨等の浸透水と埋設した放射性廃棄物が直接接触する

ものと仮定する。 

埋設する放射性廃棄物は放射化又は放射性物質によって汚染され

た金属，コンクリートブロック及びコンクリートガラであり，汚染さ

れた放射性廃棄物は浸透水に接することで容易に浸透水中に溶出す
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ることが考えられる。一方，放射化された放射性廃棄物については，

浸透水に接したとしても浸透水中に溶出するまでにある程度の時間

を要すると考えられる。このように，放射性物質の性状により溶出率

が変わり，その程度を設定することは難しいことから，放射性廃棄物

の性状にかかわらず，浸透水中に瞬時に溶出すると仮定する。 

 

ⅲ．廃棄物層内の移動モデル 

廃棄物層は地下水面より上に設置する計画であり，最終覆土上面か

ら浸透した浸透水は，廃棄物層を通過し，帯水層まで不飽和状態で一

様に上から下に流れることとなる。よって，移動モデルとしては，廃

棄物層内の土砂に対する飽和度を考慮した鉛直 1 次元の移流・拡散モ

デルを用いて評価する。なお，3 次元的に拡がる放射性物質の移動経

路の不確かさに関しては，1 次元的に移動するものとする。 

 

ⅳ．廃棄物層から帯水層までの移動モデル 

廃棄物層の底面から帯水層（地下水面）までには，不飽和となる砂

層があるため，廃棄物層と同様に鉛直 1 次元の移流・拡散モデルを用

いて評価する。 

 

(b) 帯水層の評価モデルの設定 

地下水が流れる帯水層については，T.P.約＋0 m 以深に難透水層  

（Ａｃ層）が分布していることから，難透水層上面を底面とした帯水層

が形成されると想定する。実際の帯水層は厚くなる部分があると考えら

れるが，海まで一様の帯水層厚さであると仮定する。 

また，帯水層に流れる地下水の流速は，将来の降水量を用いて設定し
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た動水勾配と廃棄物埋設地近傍で実施した揚水試験により算出した砂

丘砂層（ｄｕ層）の透水係数を用いてダルシー流速を求め，海まで流速

一定と想定する。なお，海に近づくにつれて動水勾配は小さくなり，地

下水流速は遅くなることが考えられるが，地下水流速が早い上流側の地

下水流速が海まで一定であると仮定する。 

 

ｂ．線量評価モデルの設定 

線量評価モデルとして，評価の対象となる領域における放射性物質の移

動に関する評価モデル及び被ばく経路に対応した線量を計算するための

生活環境における被ばくに関する評価モデルを以下に示す。 

(a) 放射性物質の移動に関する評価モデル 

ⅰ．廃棄物埋設地内の移動 

廃棄物埋設地内に浸透した雨水等の浸透水が埋設した放射性廃棄

物に接触することにより，放射性廃棄物中の放射性物質が浸透水中に

溶出する。浸透水と埋設地内の土砂との間に分配平衡が成立すると仮

定し，鉛直の 1 次元方向（以下「z 方向」という。）に一定速度で流れ

ていると仮定し，z 方向の分散係数においては，分散を考慮せず分子

拡散係数のみで設定する。 

廃棄物埋設地内の放射性核種 i の濃度を（1）式から（5）式を用い

て計算する。 

なお，z＝0 は廃棄物層上面を表す。 

   ,           ,  ,  |    
            

    ,  ,  
  

 
    

 

・・・（1） 
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・・・（2） 
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・・・（4） 

    

・・・（5） 

AD(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の年間漏出量（Bq／y） 

SD ：廃棄物埋設地平面積（m２） 

VD ：年間浸透水量（m３／（m２･y）） 

CD(z,t,i) ：時間 t における放射性核種 i の廃棄物埋設地内 

間隙水中濃度（Bq／m３） 

HD ：廃棄物層深さ（m） 

εD ：廃棄物埋設地内の充 砂／中間覆土の間隙率（－） 

θD ：廃棄物埋設地内の飽和度（％） 

DZ ：z 方向の分散係数（m２／y） 

RD(i) ：廃棄物埋設地内の放射性核種 i の平均収着係数（－） 

λ(i) ：放射性核種 i の崩壊定数（1／y）；=ln2/T1/2(i) 

T1/2(i) ：放射性核種 i の半減期（y） 

AW(i) ：廃棄物受入れ時の放射性核種 i の総放射能量（Bq） 
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PD ：廃棄物埋設地内の充 砂／中間覆土の体積割合（－） 

ρD ：廃棄物埋設地内の充 砂／中間覆土の粒子密度 

（kg／m３） 

KdD(i) ：廃棄物埋設地内の充 砂／中間覆土の放射性核種 i 

の収着分配係数（m３／kg） 

D ：分子拡散係数（m２／y） 

 

ⅱ．通気層中の移動 

通気層中の放射性物質の移動は，廃棄物埋設地内の移動と同様に z

方向に一定速度で流れていると仮定する。 

通気層中の放射性核種 i の濃度は（6）式から（10）式を用いて計

算する。 
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        1             

・・・（9） 

   ,   ,     ,   ,   

・・・（10） 

CU(z,t,i) ：時間 t における放射性核種 i の通気層内間隙水中濃度 

（Bq／m３） 

εU ：通気層土壌の間隙率（－） 

θU ：通気層飽和度（％） 

AU(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の通気層から帯水層への 

年間移動量（Bq／y） 

HU ：通気層高さ（m） 

RU(i) ：通気層内の放射性核種 i の平均収着係数（－） 

ρU ：通気層土壌の粒子密度（kg／m３） 

KdU(i) ：通気層土壌における放射性核種 i の収着分配係数 

（m３／kg） 

 

ⅲ．帯水層中の移動 

廃棄物埋設地から漏出した放射性物質は，通気層を移動し，本施設直

下の帯水層に流入する。放射性物質は，帯水層内の土壌に収着及び脱着

されながら地下水中を下流側へ移動していく。 

帯水層に流れ込む面積は廃棄物埋設地の平面積と同一とし，帯水層の

厚さは一定，土壌の間隙率及び密度は一様と仮定する。また，地下水の

流向は東西方向に一様であり，東西方向の 1 次元（以下「x 方向」とす

る。）の方向にのみ一定速度で流れていると仮定する。x 方向の分散係

数においては，分散を考慮せず分子拡散係数のみで設定する。 
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帯水層中の放射性物質の移動を（11）式から（14）式を用いて計算す

る。 

     
     ,  ,  

  
 

       
      ,  ,  

        
     ,  ,  

  
 

             ,  ,  
    ,  ,  

         
 

・・・（11） 

       1                

・・・（12） 

    ,  ,   
   ,        0
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・・・（13） 

    

・・・（14） 

CGW(x,t,i) ：時間 t における地下水中の放射性核種 i の濃度（Bq／m３） 

RGW(i) ：帯水層内の放射性核種 i の平均収着係数（－） 

εGW ：帯水層土壌の間隙率（－） 

Dx ：x 方向の分散係数（m２／y） 

VGW ：地下水流速（m／y） 

AGW(x,t,i) ：時間 t における帯水層への放射性核種 i の年間流入量 

（Bq／y） 

LD ：廃棄物埋設地の長さ（m） 

WD ：廃棄物埋設地の幅（m） 

HGW ：帯水層の厚さ（m） 
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ρGW ：帯水層土壌の粒子密度（kg／m３） 

KdGW(i) ：帯水層土壌における放射性核種 i の収着分配係数 

（m３／kg） 

 

ⅳ．海水中の放射性物質の濃度 

放射性物質は，帯水層から地下水を経由して海に移動する。 

海水中の放射性核種 i の濃度は，（15）式及び（16）式を用いて計算

する。 

    ,                 ,  ,  |     
 

               
     ,  ,  

  
 

     

 

・・・（15） 

    ,  
    ,  

   
 

・・・（16） 

ASW(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の海への年間移動量 

（Bq／y） 

XSW ：廃棄物埋設地下流端から海までの距離（m） 

CSW(t,i) ：時間 t における海水中の放射性核種 i の濃度（Bq／m３） 

VSW ：評価海域の海水交換水量（m３／y） 

 

ⅴ．灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

国道 245 号より西側では，灌漑用水が整備されており，新たに地下

水を灌漑用水として利用する可能性は極めて小さい。加えて，本施設

直下の地下水は施設西側から海に向かって一様に流れる。これらのこ
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とから，現実的かつ合理的な仮定に基づけば評価は不要であるが，仮

に廃棄物埋設地から漏出した放射性物質が施設西側に流れ，国道 245

号より西側において地下水を灌漑用水に利用されていることを想定

した評価を実施する。評価においては，前述する廃棄物埋設地から海

までの移動の評価式を用いて灌漑農業を実施する地点までの移動を

評価する。 

地下水を利用する灌漑土壌中の放射性核種 i の濃度は（17）式から

（19）式を用いて計算する。 

    ,  
  

   ,     

1          
        ,   

・・・（17） 

   ,               ,  ,              
     ,  ,  

  
 

    

 

・・・（18） 

     
  

     1            
 

・・・（19） 

CF(t,i) ：時間 t における灌漑土壌中の放射性核種 i の濃度 

（Bq／kg） 

FF(t,i) ：時間 t における灌漑土壌への放射性核種 i の移行量 

（Bq／y） 

SF ：水田面積（m２） 

εF ：灌漑土壌の間隙率（－） 

ρF ：灌漑土壌の粒子密度（kg／m３） 

φF ：灌漑土壌の実効土壌深さ（m） 
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λE(i) ：灌漑土壌中における放射性核種 i の実効減衰係数 

SGW ：帯水層断面積（m２）；= WD × HGW 

XF ：廃棄物埋設地下流端から水田までの距離（m） 

KdF(i) ：灌漑土壌の放射性核種 i の収着分配係数（m３／kg） 

VF ：灌漑土壌への灌漑水量（m３／（m２・y）） 

 

ⅵ．地下水移行後の土壌中の放射性物質の濃度 

地下水移行後の土壌中の放射性核種 i の濃度は，（20）式を用いて

計算する。 

   ,       ,  ,        
   

1         
     

・・・（20） 

CS(t,i) ：時間 t における地下水移行先の土壌中の放射性核種 i 

の濃度（Bq／kg） 

XS ：廃棄物埋設地下流端から地下水移行先の土壌までの 

距離（m） 

PC ：掘削土壌の希釈係数（－） 

 

(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

ⅰ．海産物の摂取に伴う内部被ばく 

海産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は，（21）式を用いて

計算する。 

       ,       ,       ,                    
 

 

・・・（21） 
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DSWING(t,i) ：時間 t における海産物摂取に伴う放射性核種 i による 

内部被ばく線量（Sv／y） 

RSW(m,i) ：放射性核種 i の海産物 m への濃縮係数（m３／kg） 

QSW(m) ：海産物 m の年間摂取量（kg／y） 

GSW(m) ：評価海域における海産物 m の市場係数（－） 

DCFING(i) ：放射性核種 i の経口摂取内部被ばく線量換算係数 

（Sv／Bq） 

 

ⅱ．漁業に伴う海面活動による外部被ばく 

海上で漁業などを行う際の海水面から外部被ばくする場合の線量

は，（22）式及び（23）式を用いて計算する。 

   ,                ,   

・・・（22） 

      ,     ,      

・・・（23） 

HB(t,i) ：時間 t における海水面からの放射性核種 i の実効線量率 

（Sv／h） 

DSWCFEXT(i) ：海面及び漁網からの外部被ばく線量換算係数 

（（Sv／h）／（Bq／kg）） 

DBEXT(t,i) ：時間 t における海水面からの放射性核種 i による 

外部被ばく線量（Sv／y） 

TB ：海域における漁業の年間実働時間（h／y） 

 

ⅲ．漁業に伴う漁網整備による外部被ばく 

放射性物質が移動した海域で使用する漁網に付着した放射性物質
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からの外部被ばくする場合の線量は，（24）式及び（25）式を用いて

計算する。 

     ,                ,      

・・・（24） 

        ,       ,        

・・・（25） 

HNET(t,i) ：時間 t における漁網からの放射性核種 i の実効線量率 

（Sv／h） 

CF ：放射性物質の海水から漁網への移行比 

（（Bq／kg）／（Bq／m３）） 

DNETEXT(t,i) ：時間 t における漁網からの放射性核種 i による 

外部被ばく線量（Sv／y） 

TNET ：漁網整備の年間実働時間（h／y） 

 

ⅳ．地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取に伴う内部被ばく 

地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により内部被ばく

する場合の線量は，（26）式及び（27）式を用いて計算する。 

    ,            ,   

・・・（26） 

      ,      ,                 

・・・（27） 

CFI(t,i) ：時間 t における灌漑農産物中の放射性核種 i の濃度 

（Bq／kg） 

RF(i) ：土壌から灌漑農産物への放射性核種 i の移行係数 

（（Bq／kg-wet 農産物）／（Bq／kg-dry 土壌）） 
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PF ：灌漑農産物の根からの放射性核種の吸収割合（－） 

DFING(t,i) ：時間 t における灌漑農産物の摂取に伴う放射性核種 i 

による内部被ばく線量（Sv／y） 

QF ：灌漑農産物の年間摂取量（kg／y） 

GF ：灌漑農産物の市場係数（－） 

 

ⅴ．地下水を利用した灌漑農作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水を利用する灌漑作業による地表面からの外部被ばく及び地

表面の放射性物質を含むダストの吸入摂取により内部被ばくする場

合の線量は，地下水中の放射性物質の濃度，土壌中の放射性物質の濃

度に基づき，（28）式及び（29）式を用いて計算する。 

       ,     ,                   

・・・（28） 

       ,     ,                           

・・・（29） 

DFAEXT(t,i) ：時間 t における灌漑土壌からの放射性核種 i による 

外部被ばく線量（Sv／y） 

SFA ：灌漑作業時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TFA ：年間の灌漑作業時間（h／y） 

DCFEXT(i) ：放射性核種 i の外部被ばく線量換算係数 

（（Sv／h）／（Bq／kg）） 

DFAINH(t,i) ：時間 t における灌漑土壌の粉じん吸入に伴う 

放射性核種 i による内部被ばく線量（Sv／y） 

FFA ：灌漑作業時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GFA ：空気中粉じんの灌漑土壌からの粉じんの割合（－） 
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BFA ：灌漑作業者の呼吸量（m３／h） 

DCFINH(i) ：放射性核種 i の吸入内部被ばく線量換算係数（Sv／Bq） 

 

ⅵ．住宅の建設作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水移行先の土壌での建設作業により外部被ばく及び内部被ば

くする場合の線量は，地下水移行先の土壌中の放射性物質の濃度に基

づき，（30）式及び（31）式を用いて計算する。 

      ,     ,                 

・・・（30） 

      ,     ,                       

・・・（31） 

DCEXT(t,i) ：時間 t における作業時の放射性核種 i による 

外部被ばく線量（Sv／y） 

SC ：作業時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TC ：年間作業時間（h／y） 

DCINH(t,i) ：時間 t における作業時の吸入に伴う放射性核種 i 

による内部被ばく線量（Sv／y） 

FC ：作業時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GC ：空気中粉じんのうち掘削土壌からの粉じんの 

割合（－） 

BC ：作業者の呼吸量（m３／h） 

 

ⅶ．掘削土壌上での居住に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水移行先の土壌の掘削混合土上での居住により屋外において

外部被ばく及び内部被ばくする場合の線量並びに居住により屋内に
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おいて内部被ばくする場合の線量は，それぞれ土壌中の放射性物質の

濃度に基づき，（32）式及び（33）式を用いて計算する。 

      ,     ,                 

・・・（32） 

      ,     ,                       

・・・（33） 

DLEXT(t,i) ：時間 t における居住時の放射性核種 i による 

外部被ばく線量（Sv／y） 

SL ：居住時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TL ：年間居住時間（h／y） 

DLINH(t,i) ：時間 t における居住時の吸入に伴う放射性核種 i 

による内部被ばく線量（Sv／y） 

FL ：居住時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GL ：空気中粉じんの土壌からの粉じんの割合（－） 

BL ：居住者の呼吸量（m３／h） 

 

ⅷ．居住者の家庭菜園により生産する農産物の摂取に伴う内部被ばく 

地下水移行先の土壌の掘削混合土上での家庭菜園により生産する

農産物の摂取によって内部被ばくする場合の線量は（34）式及び（35）

式を用いて計算する。 

    ,  ,      ,           ,   

・・・（34） 

       ,       ,  ,                    
 

 

・・・（35） 
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CLF(k,t,i) ：時間 t における家庭菜園農産物 k 中の放射性核種 i 

の濃度（Bq／kg） 

RLF(k,i) ：土壌から家庭菜園農産物 k への放射性核種 i の移行 

係数（（Bq／kg－wet 農産物）／（Bq／kg－dry 土壌）） 

PLF(k) ：家庭菜園農産物 k の根からの放射性核種の 

吸収割合（－） 

DLFING(t,i) ：時間 t における家庭菜園農産物の摂取に伴う 

放射性核種 i による内部被ばく線量（Sv／y） 

QLF(k) ：家庭菜園農産物 k の年間摂取量（kg／y） 

GLF(k) ：家庭菜園農産物 k の市場係数（－） 
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（６）線量評価パラメータ 

自然事象シナリオにおける線量評価パラメータの設定に当たって，放射

性物質の生活環境への移動挙動に関しては，「（１）地質環境等の状態設

定」及び「（２）廃棄物埋設地の状態設定」での設定に基づいて線量評価パ

ラメータを設定する。 

 

また，生活環境における公衆の被ばくに係る線量評価パラメータに関し

ては「（３）生活環境の状態設定」での設定に基づいて線量評価パラメータ

を設定する。 

科学的に合理的な範囲で設定するパラメータのうち，被ばく線量への線

量感度が大きいパラメータ又は設定値の不確かさが大きいパラメータであ

る「年間浸透水量」，「廃棄物埋設地内の充 砂／中間覆土の放射性核種 i

の収着分配係数」，「通気層土壌における放射性核種 i の収着分配係数」，

「帯水層の厚さ」，「帯水層土壌における放射性核種 i の収着分配係数」及

び「地下水流速」については適切な保守性を考慮し，最も可能性が高い自

然事象シナリオと最も厳しい自然事象シナリオとで異なる設定とする。そ

れ以外のパラメータについては最も可能性が高い自然事象シナリオと最も

厳しい自然事象シナリオで共通の値とする。 

各線量評価パラメータの詳細は「東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所

第二種廃棄物埋設事業許可申請 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則第十三条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃

棄物埋設地）第 1 項第三号及び第四号への適合性について 線量評価パラ

メータ」を参照。 
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（７）線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い自然事象シナリオの

線量の評価結果を第 16 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 2.3×10－２

μSv／y であり，第二種埋設許可基準解釈に示されている線量の 10μSv／y

を超えない。 

廃止措置の開始後の評価における最も厳しい自然事象シナリオの線量の

評価結果を第 17 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 4.9×10０μSv／y

であり，第二種埋設許可基準解釈に示されている線量の 300μSv／y を超え

ない。 

 

第 16 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

（最も可能性が高い自然事象シナリオ） 

評価対象個人 
被ばく線量 

（μSv／y） 

被ばく線量が最大となる 

覆土完了後の時期（y） 

居住者 約 2.3×10－２ 約 50 

 

第 17 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

（最も厳しい自然事象シナリオ） 

評価対象個人 
被ばく線量 

（μSv／y） 

被ばく線量が最大となる 

覆土完了後の時期（y） 

漁業従事者 約 1.1×10－１ 約 80 

農業従事者 約 4.9×10０ 約 80 

建設業従事者 約 5.7×10－１ 約 80 

居住者 約 5.7×10－１ 約 80 
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４．２．２ 人為事象シナリオ 

人為事象シナリオは，廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地

からの漏えい，天然バリア中の移動及び当該掘削後の土地利用を考慮して，典

型的な最もらしい様式化された人間侵入を考慮し，侵入者の受ける線量及びそ

の他の公衆の受ける線量を評価する。 

人為事象シナリオでは，敷地及びその周辺の一般的な土地利用では生じると

は考えられない廃棄物埋設地のバリアの損傷をもたらす人間活動を対象とし，

廃棄物埋設地の大規模な掘削を行う建設業従事者及び掘削後の土地利用を行

う居住者が受ける線量を評価する。 

居住者の受ける線量の評価に当たって，廃棄物埋設地のうち掘削による擾乱

を受ける範囲の状態設定は，バリア機能の喪失を考慮するものとし，それ以外

の状態設定は，人為事象シナリオが発生の可能性の小さい仮想的なシナリオで

あることから，過度な保守性を避けるため，最も可能性が高い自然事象シナリ

オと同様とする。 

（１）地質環境の状態設定 

ａ．建設業従事者 

建設業従事者の建設作業によって受ける線量の評価においては，地質環

境等の状態は影響しない。 

 

ｂ．居住者 

大規模掘削後の土地利用及び水利用に伴う居住者の受ける線量の評価

においては，発生の可能性が小さい仮想的なシナリオであることから，過

度な保守性を避けるため，地質環境等の状態は最も可能性が高い自然事象

シナリオと同様とする。 
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（２）廃棄物埋設地の状態設定 

ａ．建設業従事者 

建設業従事者の評価においては，掘削深度の予測が困難であることから，

大規模な掘削として，掘削される土壌に含まれる放射性物質の量が多く，

保守的となるよう廃棄物埋設地底部まで掘削されるものと想定する。また，

廃棄物埋設地内の放射性物質の残存量を現実的に設定することが困難で

あることから，保守的となるよう掘削が生じるまでの期間に放射性物質の

漏出が生じないものと想定し，減衰のみを考慮する。 

 

ｂ．居住者 

居住者の評価においては，大規模な掘削に伴い，廃棄物埋設地の物理的

バリア機能である側部低透水性覆土及び最終覆土（低透水性土層）の低透

水性が喪失した状態を設定する。また，建設業従事者の評価と同様に，掘

削による擾乱を受けるまでの期間に放射性物質の漏出が生じないものと

想定し，減衰のみを考慮する。 
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（３）生活環境の状態設定 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業等の大規模な掘

削行為（保守的に廃棄物埋設地底面までの掘削）及び当該掘削後の土地利用

を伴う人間活動は，一般的に生じるとは考えられないため，人為事象シナリ

オにおいて考慮する。よって，侵入者として廃棄物埋設地の大規模な掘削を

行う建設業従事者とその他公衆として掘削後の土地利用を行う居住者を線

量の評価対象とし，その生活環境を以下の通り設定する。 

ａ．建設業従事者 

建設業従事者は，自然事象シナリオと同様に，放射性物質を含む土壌に

接近する掘削作業を想定する。ただし，自然事象シナリオで考慮するその

他の人間活動による被ばくは考慮しない。 

よって，廃棄物埋設地の掘削土壌以外に居住する人を対象として，廃棄

物埋設地に起因する放射性物質を含まない食品を摂取すると想定する。 

 

ｂ．居住者 

居住者については，廃棄物埋設地の大規模な掘削後の土地利用として，

掘削に伴うバリア機能喪失後の廃棄物埋設地からの地下水の移動によっ

て生じる被ばくに関する人間活動（最も可能性が高い自然事象シナリオの

水利用と同様）も考慮する。 

よって，居住者は，大規模な掘削後の廃棄物埋設地に居住する人を対象

として，家庭菜園により生産される農産物及び一般的な市場に流通した食

品を摂取すると想定する。 
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（４）放射性物質の移動挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の大規模な掘削に伴い，放射性物質は，廃棄物埋設地内の土

砂，覆土及び周辺土壌と混合した土壌に移動する。また，大規模な掘削によ

る擾乱を受けた後の地下水による海への放射性物質の移動は，最も可能性が

高い自然事象シナリオと同様とする。 

これらの放射性物質の移動挙動を踏まえ，人為事象シナリオの線量の評価

対象とする被ばく経路を以下の通り設定する。 

ａ．建設業従事者 

(a) 廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業に伴う外部被ばく及び内

部被ばく 

 

ｂ．居住者 

(a) 廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住に伴う外部

被ばく 

(b) 廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での家庭菜園により

生産される農産物の摂取に伴う内部被ばく 

(c) 廃棄物埋設地底面までの掘削作業による覆土の浸透水低減対策喪失

後の廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が移動する海での海産物の

摂取に伴う内部被ばく 
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（５）線量評価モデル 

人為事象シナリオにおける評価モデルとして，評価の対象となる領域にお

ける放射性物質の移動に関する評価モデル及び被ばく経路に対応した線量

を計算するための生活環境における被ばくに関する評価モデルを以下に示

す。 

ａ．放射性物質の移動に関する評価モデル 

(a) 建設作業における土壌中の放射性物質濃度 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建物の建設作業において，掘削され

た埋設トレンチを含む土壌中の放射性核種 i の濃度は，（36）式を用い

て計算する。 

なお，土壌中の放射性核種 i の濃度の計算において，建設作業が生じ

るまでの期間に廃棄物埋設地からの放射性核種の漏出は考慮しない。 

    ,      
     exp      

          
 

・・・（36） 

CSH(t,i) ：時間 t における対象領域の掘削土壌中の放射性核種 i 

の濃度（Bq／kg） 

PCH ：廃棄物埋設地底面までを掘削する場合の対象領域の 

掘削土壌の希釈係数（－） 

AWH(i) ：対象領域の廃棄物受入れ時の放射性核種 i の放射能量 

（Bq） 

SDH ：対象領域の平面積（m２） 

ρDH ：対象領域の廃棄物層の見かけ密度（kg／m３） 

 

(b) 建設作業後の廃棄物埋設地からの地下水による放射性物質の移動 
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ⅰ．廃棄物埋設地内の移動 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量は，（1）式から（5）式

を用いて計算する。 

ⅱ．通気層中の移動 

通気層から帯水層への年間移動量は（6）式から（10）式を用いて

計算する。 

ⅲ．帯水層中の移動 

帯水層中の放射性物質の移動は，（11）式から（14）式を用いて計

算する。 

ⅳ．海水中の放射性物質の濃度 

海水中の放射性物質の濃度は，（15）式及び（16）式を用いて計算

する。 

 

ｂ．生活環境における被ばくに関する評価モデル 

ⅰ．廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業に伴う外部被ばく及び内

部被ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業により外部被ばく及び

内部被ばくする場合の線量は，それぞれ（30）式及び（31）式を用い

て計算する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種の濃度は（36）式で算出した濃度

に置き換える。 

 

ⅱ．廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住に伴う外部

被ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上で居住により外部
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被ばくする場合の線量は（32）式を用いて計算する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種の濃度は（36）式で算出した濃度

に置き換える。 

 

ⅲ．廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での家庭菜園により

生産される農産物の摂取に伴う内部被ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上で家庭菜園により

生産される農産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は，（34）

式及び（35）式を用いて計算する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種の濃度は（36）式で算出した濃度

に置き換える。 

 

ⅳ．廃棄物埋設地底面までの掘削作業による覆土の浸透水低減対策喪失

後の廃棄物埋設地からの漏えいする放射性物質が移動する海での海

産物の摂取による内部被ばく 

海産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は（21）式を用いて

計算する。 
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（６）線量評価パラメータ 

人為事象シナリオについては，発生の可能性の小さい仮想的なシナリオで

あることから，過度な保守性を避けるため，基本的に最も可能性が高い自然

事象シナリオと同じ値を用いる。 

ただし，廃棄物埋設地の大規模な掘削による廃棄物層と周辺土壌の混合に

よる希釈係数については，条件を見直して設定する。廃棄物埋設地の大規模

な掘削により生じる被ばくについては廃棄物埋設地の西側トレンチ又は東

側トレンチをそれぞれ掘削した場合を想定しパラメータを設定する。また，

浸透水低減対策が喪失した状態を想定し，降水量の変動を考慮した年間降水

量が全て浸透すると仮定して，浸透水量を設定する。 

なお，掘削時点で廃棄物埋設地に残存する放射能量は掘削までの間の放射

性物質の漏出はないものとして設定する。 

各線量評価パラメータの詳細は「東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第

二種廃棄物埋設事業許可申請 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則第十三条（ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋

設地）第 1 項第三号及び第四号への適合性について 線量評価パラメータ」

を参照。 
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（７）線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオの線量の評価結果を

第 18 表に示す。 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業による建設業従事者の線量は，

2.8×10－２ mSv／y である。 

また，廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住者の被ばく

線量は 2.0×10－２ mSv／y であり，第二種埋設許可基準解釈に示されている

外周仕切設備等と同等の掘削抵抗性を有する設備を設置したトレンチ処分

の線量の 1 mSv／y を超えない。 

第 18 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

（人為事象シナリオ） 

評価対象個人 
被ばく線量 

（mSv／y） 

被ばく線量が最大となる 

覆土完了後の時期（y） 

建設業従事者 約 2.8×10－２ 約 50 

居住者 約 2.0×10－２ 約 50 
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